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一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。

（公社）不動産保証協会ホームページ ▶▶ 検索不動産保証協会

弁済制度について
　会員業者と宅地建物取引をしたお客様が損害を受け、苦情の

解決が困難な場合には、当協会がその債権を認証することで、

被害相当額（上限あり）の払い渡しを受けることができます。

※各事案の詳細はホームページ（会員専用ページ）内
の に掲載されております。

一般保証制度の重要なお知らせ

　制度申込時の必要書類を簡素化し、法人

の「登記事項証明書」の提出が不要となりま

した。

　一般保証制度は、業界唯一の制度であり、

宅建業者にとって保全義務のない金銭を無

料で保全することで、お客様に安心をお届

けできる制度です。ご利用は無料です。この

機会にぜひご利用ください。

保証のお知らせ

一般保証制度が使いやすくなりました！！

手付金保証制度・手付金等保管制度のご案内

売主・買主ともに一般消費者で、会員が流通機構登録物件を

客付媒介する売買契約において、買主が売主に支払う手付金

を万一のために保全（保証）する制度です。

手付金保証制度

会員が自ら売主となる完成物件の売買契約において、受領する手付金等

の額が 売買代金の10％または1,000万円を超え、売主会員に保全義務

が生じる場合に（宅建業法41条の2）、当協会が売主会員に代わって手付

金等を受領し、物件の登記、引渡しがあるまで保全（保管）する制度です。

手付金等保管制度 ■ 制度の詳細
（公社）不動産保証協会ホームページ
［会員専用ページへログイン］

■ 制度に関するお問い合わせ、制度の申込み窓口
所属の地方本部事務局へ

売主

買主側仲介業者
（当協会会員）

４.保証付
　　　 証明書発行

２.手付金保証付
　　 証明書発行依頼

１.契約の合意 ３.手付金保証付
   証明書発行申込

買主

保証協会地方本部

●お客様に安心をお届けできる！
●業界唯一の宅建業法上の制度！
●先払いの手付金など、最大で1,000万円まで保証！
●契約前であっても契約後であっても保証！
●利用できるのは当協会の会員だけ！
●会員の皆様・お客様共に「無料」で利用可！

＜一般保証制度のメリット＞

※制度利用の際はお申込みが必要です。
※詳細は保証協会ホームページ（一般および会員専用ページ）をご覧ください。

■ 令和7年度　第11回弁済委員会　審査明細

件数社数審査結果

認証申出 ７社 ７件 97,942,530円

認　証 ４社 ４件 25,827,000円

否　決 ３社 ３件

令和７年度認証累計 38社 52件 168,327,715円

金　額
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保証のお知らせ

［不動産お役立ちQ&A］ ＜法律相談＞

管理組合の工作物責任
弁護士　渡辺 晋

［不動産お役立ちQ&A］ ＜相続相談＞ 
遺留分侵害額請求が行われた場合の
課税上の注意点
税理士　飯田 隆一

［不動産お役立ちQ&A］ ＜賃貸相談＞ 
賃貸人が承諾した転借人がいる場合の
転貸人の債務不履行
弁護士　江口 正夫

［不動産お役立ちQ&A］ ＜労務相談＞

会社のSNS対策とモニタリング
特定社会保険労務士　木村 彩

［連載］ ＜不動産トラブル事例と対処法＞

所有者が個人である建築基準法の
道路についての留意点
不動産適正取引推進機構　室岡 彰

［連載］ ＜物件調査のノウハウ＞

現地照合調査が必要な添付書類について！
不動産コンサルタント　津村 重行

新入会員名簿

新入会員紹介

協会からのお知らせ

TRAの会員支援情報
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2026年の不動産市況の見通し

COVER PHOTO

しだれ桜の里 ～大分県～
３月中旬、くじゅう連山の麓に広がる約10万㎡（東京
ドーム２個分）の敷地では、およそ2600本の濃淡さまざ
まな桜が咲き乱れます。競演するのは、大漁桜・コマツオ
トメ・八重紅しだれ・ヨウコウザクラ・オモイカワザクラ・
八重桜の６種類。特に300本のしだれ桜は西日本随一
の規模を誇ります。里山を覆う艶やかなグラデーション
が、ラビーちゃんのほっぺもほんのり桜色に染めはじめ
ました。



2026年の不動産市況の見通し

　日本不動産研究所が実施する「全国賃料統計」による

と、2025年9月末までの1年間に共同住宅の賃料上昇を観

測した都市は、調査対象158都市のうち84都市に上りまし

た（図表１）。これほど多くの都市に住宅賃料の上昇が拡

大しているのは歴史的にみても特筆すべき出来事です。

　筆者が業界関係者の方々から聴取する伝聞情報として

も、「入居者の入れ替えの際に賃料水準を引き上げている」

というお声をよく耳にするようになりましたし、「契約更新時

に賃料の増額改定に成功している」というご意見も聞かれ

るようになりました。物価の上昇に連動して今後も賃料が

上がり続ける、といった強い期待感は醸成されていないも

のの、少なくとも2025年は、不動産市場におけるデフレマ

インドの払拭に向けて着実な一歩を踏み出す１年になった

と振り返ることができます。

　また賃貸市場の改善に支えられて、住宅価格や地価の

動向も堅調でした。国土交通省が公表する「不動産価格指

数（住宅）」によると、全国の中古マンション価格の上昇傾

向が継続していますし、中古戸建て住宅価格もこれまでの

水準を維持し続けています。毎年7月1日時点の地価を示

す「都道府県地価調査」からも、全国的に地価上昇が継続

していることが裏付けられます。

 

　これまで不動産価格の上昇が続いてきたとはいえ、不動

産市場がバブル的であると解釈することは適切ではありま

せん。大都市圏における新築マンションの価格は、一般的

な消費者にとって手の届かない水準にまで至っています

が、その価格を押し上げているのは転売目的の投機的需

要ではなく、あくまで富裕層や高所得者層による居住目的

の需要です。これに関連して、先ごろ国土交通省が、大都市

圏の新築マンションの取引に占める短期売買や、国外居住

者による取得の割合に関する調査結果を公表しました

（「不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調

査結果」）。これによると、調査対象期間である2018年から

2024年1～6月にかけて、東京区部の一部の区において短

期売買（購入後1年以内の売買）の割合が高い時期も見ら

れましたが、それでも2割程度でした。国外居住者による取

得の割合も多くの区や政令市において、たかだか数％程度

にすぎません。日本のマンション市場が投機的な売買に

よって席巻されているとは認めがたい状況です。

　またマンション価格や地価の動向も、単なる価格上昇期

待によって不動産市況が形成されているわけではないこと

を示しています。たとえば令和7年の「都道府県地価調査」

において、圏域別の住宅地地価の上昇率のランキングを確

認すると、大都市中心部のポイントだけではなく、郊外部の
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ポイントも上位にランクインしています。図表２にはその一

例として、東京圏における住宅地地価上昇率の上位のポイ

ントを示しました。相対的に地価水準が割安で、かつ子育

て環境や交通利便性などの面で住み心地の良さが感じら

れるエリアにおいても、強めの地価上昇が見られるというこ

とは、実需に裏打ちされた地価変動の分布が生じているこ

とを示唆しています。

 

　このところ建築着工の動きは低調です。2025年1月から

11月までの新設住宅着工戸数は67.9万戸にとどまりまし

た。15年ぶりの低水準であった2024年同期の実績を

7.0％下回っているのみならず、直近のボトムであった

2009年同期の実績にも達していません。このままでは

2025年の新設住宅着工戸数は約60年ぶりの少なさとな

りそうです。住宅を含む建築物全体の着工床面積について

も、2024年は59年ぶりの低さとなる1.03億㎡でした。

2025年は前年をさらに下回っており、もし通年での建築

物着工床面積が1億㎡を割り込むことになれば1963年以

来の出来事となります。

　着工を鈍らせている大きな要因が建築費の高騰・高止

まりです。新規の開発計画は、増大したコストに見合うもの

に厳選して取り組まざるを得ない状況にあり、注目度の高

い再開発案件が計画の見直し、あるいは中止を迫られるよ

うな事例が複数報じられています。

　その一方で、新規供給の少なさは不動産の需給を引き

締める方向に作用しますので、既存物件の賃料や価格の

下支えに寄与するものと期待されます。

　一部の建設資材価格にはピークアウトの様相が見られ

るものの、建築費全体を押し下げるには至っていません。も

とより、建設業における人手不足が早晩解消される見込み

はなく、建設業界における労働環境向上に向けた取り組み

も相まって、労務費の上昇傾向に歯止めがかかる可能性

は乏しそうです。2026年も引き続き、不動産市場は高止ま

りする建築費を前提とせざるを得ず、したがって着工の動

きも鈍い一年となることでしょう。

 

　先に「新規供給の少なさは不動産の需給を引き締める

方向に作用する」と記載しましたが、すべての物件がその恩

市況の改善が続いた2025年

恵を受けるわけではない点に注意が必要です。「令和5年

住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点で日

本に存在する総住宅数約6,500万戸のうち約900万戸が

空き家となっています。経済学の教科書によれば、財や

サービスの市場においては需要と供給が一致するように価

格が調整される、と説明されます。しかし不動産市場にお

いては、賃料や価格の調整によって空き家が解消に向かう

ことはありません。需要と合致する物件については、相応の

価格や賃料で買い手や借り手を見つけることができる一

方、需要と合致しない物件が空き家となるにすぎません。

　折しも2026年3月には新しい「住生活基本計画」が策定

されることとなっており、国土交通省は2025年11月にその

策定に向けた中間とりまとめを公表しました。この中間とり

まとめによると、検討の方向性として11の項目が挙げられ

ており、そのひとつが「多世代にわたり活用される住宅ス

トックの形成」です。そこでは耐震性、省エネ性能、バリアフ

リー性能を例として、住宅ストックの性能向上を一層推進

すべきことが謳われています。

　上述のとおり、2026年も建築費の高騰を背景に新規の

供給は絞り込まれる可能性が高そうです。新しい住生活基

本計画が策定されるタイミングに重なることも相まって、今

年はこれまで以上に既存住宅の活用が話題となるはずで

す。そこで議論の焦点となるのはまさに「活用される」という

視点です。価格や賃料が上昇するもとでも需要の受け皿と

なって市場での競争力を保てるか否か、個々の物件の真

価がますます問われる一年となることでしょう。

　これまでの実体経済の状況に鑑みれば、2026年も不動

産の実需は底堅いといえそうです。人々の賃金の増加が物

価の上昇を上回る状況は定着していないとはいえ、このと

ころ１人当たりの賃金がしっかりと増加してきたこともまた

事実です。雇われて働く人に分配される所得の総額である

雇用者報酬も着実に伸びてきました（図表３）。企業の人手

不足感は依然として根強く、2026年も賃上げの機運は続く

ものとみられます。これらが人々の住宅取得予算や住宅賃

料支払いの原資となって、住宅の需要を下支えすることで

しょう。

 また企業は設備投資に対する前向きな計画を有してお

り、企業の業容拡大意欲が根強いことをうかがわせます。

企業がオフィス、商業店舗、物流施設などの事業用不動

産に対する床需要を維持しやすい地合であると想定され

ます。

　金融面においても、不動産市場への悪影響が危ぶまれ

る状況にはありません。日本銀行はこれまで、政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整してきまし

た。それでもなお不動産業向けの貸出残高は増勢を強めて

おり、住宅ローンの貸出しにも特段の変調は見られません

（図表４）。日本不動産研究所が公表する「不動産投資家

調査Ⓡ」においても、不動産投資家が積極的な物件取得
意欲を有していることが確認されます。このように、潤沢な

投融資資金が不動産市場に流入する状況が不動産市況

を下支えしています。また日本銀行は、今後も政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整していく方針

ですが、その方針を明確に説明していることもあり、金融政

策が不動産市況の悪化の引き金になるとの懸念は広がっ

ていません。

 

　いささか気がかりな状況として、雇用情勢に関する変化

の兆しが挙げられます。コロナ禍の一時期を除いて、非正

規の雇用者はほぼ一貫して雇用者数の増加に寄与してき

ました。ところが、足下では非正規の雇用者数が減少に転

じたようにも見受けられます（図表５）。これまでの雇用者

数の増加は女性や高齢者の労働参加に拠るところが大き

く、これらの層の人々の多くが非正規雇用として職を得たも

のと考えられます。直近の非正規の雇用者数の減少は、こ

れらの層からの労働供給が頭打ちになっていることを示唆

しているのかもしれません。

　これまでの女性の就業者数の増加は、夫婦の共働き化

による家計の所得の底上げを通じて、住宅に対する家計の

支出を下支えしてきました。もし今後、共働き世帯数の増加

が見込めないということになれば、家計の所得をさらに増

加させるには、１人当たりの賃金が一層上昇する、あるいは

非正規雇用から正規雇用への切り替えが進むなど、雇用

の質の向上が求められることとなります。今後も雇用の質

の向上が着実に進むのであれば、住宅の実需を巡る状況

は引き続き底堅いといえるでしょうし、逆にその進捗が思わ

しくないようであれば、いずれ住宅の価格および賃料の上

昇の向かい風ともなりかねません。

 また、建築費の高騰に悩んでいるのは不動産業だけで

はありません。業種業態にかかわらず、企業各社は多かれ

少なかれ設備や建物の調達コストの上昇に直面していま

す。仮にこの状況が企業の業容拡大意欲を挫く原因となれ

ば、事業用不動産に対する床需要にもその悪影響が波及

する可能性があります。

　金融面のリスクとしては、長期金利の動向に目配りした

いところです。2025年10月に発足した高市政権は拡張的

な財政政策を指向しているものと目されており、2026年1

月には長期金利（10年国債金利）が27年ぶりに2.3％を突

破しました。30年国債や40年国債の利回りも過去最高水

準に至っています。本稿執筆時点では衆議院選挙の情勢

が不透明ですが、もし与党が勝利することになれば、高市

政権はますます拡張的な財政政策に傾斜する、という連想

が債券市場で生じやすくなることでしょう。万が一にも国債

金利の上昇に歯止めがかからないような事態におちいれ

ば、投資用不動産が低い利回りで売買される状況は徐々

に正当化されづらくなります。政府にはぜひ、財政再建の意

思と能力を債券市場に疑われることがないよう、穏当な財

政政策を堅持するよう期待したいところです。

　2025年の不動産市場は堅調に推移しました。賃料や価

格が上昇したものの、それは不動産に対する実需に裏打ち

されたものであり、持続可能性に欠くような市況の過熱が

生じているわけではありません。建築費高騰を背景とした

新規供給の減退は不動産の需給バランスを引き締める方

向に作用すると期待されますし、先行きの不動産市況を取

り巻く経済環境の見通しもおおむね良好です。したがって、

2026年も不動産の価格や賃料の上昇が継続することで

しょう。そのなかで「既存建物の活用」は、今年の不動産市

場を語る上での重要なキーワードとなりそうです。マクロ経

済面でのリスク要因としては、雇用情勢の局面変化や資本

財・建設財の価格高騰を遠因とする不動産需要の減退の

ほか、財政再建への懸念を悪材料とした金融環境の変化

などが意識されます。

昨年皆さまにご高覧いただいた本欄（2025年3月号巻頭特集「2025年の不動産市況の見通
し」）において、筆者は、2025年の不動産市況が保たれる鍵として賃料上昇の継続が重要で
あることを論じました。
それから1年が経過した現在、2025年も不動産賃貸市場の改善が着実に進行したと振り返る
ことができます。また、金利の上昇が続くなかにあっても、不動産価格の上昇傾向に変調は見
られません。このような現状を加味したうえで、2026年の不動産市況を示すキーワードは何な
のか。その背景とともに予測・解説します。

執筆

日系大手リサーチ・コンサルティング会社を経て、2011年より現職。
国内外のマクロ経済と不動産市場に関する調査を担当するとともに、
大妻女子大学非常勤講師を兼務している。

日本不動産研究所
シニア不動産エコノミスト

吉野 薫

図表1：共同住宅賃料の上昇・横ばい・下落都市数の推移

出所：日本不動産研究所「全国賃料統計」
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　日本不動産研究所が実施する「全国賃料統計」による

と、2025年9月末までの1年間に共同住宅の賃料上昇を観

測した都市は、調査対象158都市のうち84都市に上りまし

た（図表１）。これほど多くの都市に住宅賃料の上昇が拡

大しているのは歴史的にみても特筆すべき出来事です。

　筆者が業界関係者の方々から聴取する伝聞情報として

も、「入居者の入れ替えの際に賃料水準を引き上げている」

というお声をよく耳にするようになりましたし、「契約更新時

に賃料の増額改定に成功している」というご意見も聞かれ

るようになりました。物価の上昇に連動して今後も賃料が

上がり続ける、といった強い期待感は醸成されていないも

のの、少なくとも2025年は、不動産市場におけるデフレマ

インドの払拭に向けて着実な一歩を踏み出す１年になった

と振り返ることができます。

　また賃貸市場の改善に支えられて、住宅価格や地価の

動向も堅調でした。国土交通省が公表する「不動産価格指

数（住宅）」によると、全国の中古マンション価格の上昇傾

向が継続していますし、中古戸建て住宅価格もこれまでの

水準を維持し続けています。毎年7月1日時点の地価を示

す「都道府県地価調査」からも、全国的に地価上昇が継続

していることが裏付けられます。

 

　これまで不動産価格の上昇が続いてきたとはいえ、不動

産市場がバブル的であると解釈することは適切ではありま

せん。大都市圏における新築マンションの価格は、一般的

な消費者にとって手の届かない水準にまで至っています

が、その価格を押し上げているのは転売目的の投機的需

要ではなく、あくまで富裕層や高所得者層による居住目的

の需要です。これに関連して、先ごろ国土交通省が、大都市

圏の新築マンションの取引に占める短期売買や、国外居住

者による取得の割合に関する調査結果を公表しました

（「不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調

査結果」）。これによると、調査対象期間である2018年から

2024年1～6月にかけて、東京区部の一部の区において短

期売買（購入後1年以内の売買）の割合が高い時期も見ら

れましたが、それでも2割程度でした。国外居住者による取

得の割合も多くの区や政令市において、たかだか数％程度

にすぎません。日本のマンション市場が投機的な売買に

よって席巻されているとは認めがたい状況です。

　またマンション価格や地価の動向も、単なる価格上昇期

待によって不動産市況が形成されているわけではないこと

を示しています。たとえば令和7年の「都道府県地価調査」

において、圏域別の住宅地地価の上昇率のランキングを確

認すると、大都市中心部のポイントだけではなく、郊外部の

ポイントも上位にランクインしています。図表２にはその一

例として、東京圏における住宅地地価上昇率の上位のポイ

ントを示しました。相対的に地価水準が割安で、かつ子育

て環境や交通利便性などの面で住み心地の良さが感じら

れるエリアにおいても、強めの地価上昇が見られるというこ

とは、実需に裏打ちされた地価変動の分布が生じているこ

とを示唆しています。

 

　このところ建築着工の動きは低調です。2025年1月から

11月までの新設住宅着工戸数は67.9万戸にとどまりまし

た。15年ぶりの低水準であった2024年同期の実績を

7.0％下回っているのみならず、直近のボトムであった

2009年同期の実績にも達していません。このままでは

2025年の新設住宅着工戸数は約60年ぶりの少なさとな

りそうです。住宅を含む建築物全体の着工床面積について

も、2024年は59年ぶりの低さとなる1.03億㎡でした。

2025年は前年をさらに下回っており、もし通年での建築

物着工床面積が1億㎡を割り込むことになれば1963年以

来の出来事となります。

　着工を鈍らせている大きな要因が建築費の高騰・高止

まりです。新規の開発計画は、増大したコストに見合うもの

に厳選して取り組まざるを得ない状況にあり、注目度の高

い再開発案件が計画の見直し、あるいは中止を迫られるよ

うな事例が複数報じられています。

　その一方で、新規供給の少なさは不動産の需給を引き

締める方向に作用しますので、既存物件の賃料や価格の

下支えに寄与するものと期待されます。

　一部の建設資材価格にはピークアウトの様相が見られ

るものの、建築費全体を押し下げるには至っていません。も

とより、建設業における人手不足が早晩解消される見込み

はなく、建設業界における労働環境向上に向けた取り組み

も相まって、労務費の上昇傾向に歯止めがかかる可能性

は乏しそうです。2026年も引き続き、不動産市場は高止ま

りする建築費を前提とせざるを得ず、したがって着工の動

きも鈍い一年となることでしょう。

 

　先に「新規供給の少なさは不動産の需給を引き締める

方向に作用する」と記載しましたが、すべての物件がその恩

過熱とはいえない不動産市況
恵を受けるわけではない点に注意が必要です。「令和5年

住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点で日

本に存在する総住宅数約6,500万戸のうち約900万戸が

空き家となっています。経済学の教科書によれば、財や

サービスの市場においては需要と供給が一致するように価

格が調整される、と説明されます。しかし不動産市場にお

いては、賃料や価格の調整によって空き家が解消に向かう

ことはありません。需要と合致する物件については、相応の

価格や賃料で買い手や借り手を見つけることができる一

方、需要と合致しない物件が空き家となるにすぎません。

　折しも2026年3月には新しい「住生活基本計画」が策定

されることとなっており、国土交通省は2025年11月にその

策定に向けた中間とりまとめを公表しました。この中間とり

まとめによると、検討の方向性として11の項目が挙げられ

ており、そのひとつが「多世代にわたり活用される住宅ス

トックの形成」です。そこでは耐震性、省エネ性能、バリアフ

リー性能を例として、住宅ストックの性能向上を一層推進

すべきことが謳われています。

　上述のとおり、2026年も建築費の高騰を背景に新規の

供給は絞り込まれる可能性が高そうです。新しい住生活基

本計画が策定されるタイミングに重なることも相まって、今

年はこれまで以上に既存住宅の活用が話題となるはずで

す。そこで議論の焦点となるのはまさに「活用される」という

視点です。価格や賃料が上昇するもとでも需要の受け皿と

なって市場での競争力を保てるか否か、個々の物件の真

価がますます問われる一年となることでしょう。

　これまでの実体経済の状況に鑑みれば、2026年も不動

産の実需は底堅いといえそうです。人々の賃金の増加が物

価の上昇を上回る状況は定着していないとはいえ、このと

ころ１人当たりの賃金がしっかりと増加してきたこともまた

事実です。雇われて働く人に分配される所得の総額である

雇用者報酬も着実に伸びてきました（図表３）。企業の人手

不足感は依然として根強く、2026年も賃上げの機運は続く

ものとみられます。これらが人々の住宅取得予算や住宅賃

料支払いの原資となって、住宅の需要を下支えすることで

しょう。

 また企業は設備投資に対する前向きな計画を有してお

り、企業の業容拡大意欲が根強いことをうかがわせます。

企業がオフィス、商業店舗、物流施設などの事業用不動

産に対する床需要を維持しやすい地合であると想定され

ます。

　金融面においても、不動産市場への悪影響が危ぶまれ

る状況にはありません。日本銀行はこれまで、政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整してきまし

た。それでもなお不動産業向けの貸出残高は増勢を強めて

おり、住宅ローンの貸出しにも特段の変調は見られません

（図表４）。日本不動産研究所が公表する「不動産投資家

調査Ⓡ」においても、不動産投資家が積極的な物件取得
意欲を有していることが確認されます。このように、潤沢な

投融資資金が不動産市場に流入する状況が不動産市況

を下支えしています。また日本銀行は、今後も政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整していく方針

ですが、その方針を明確に説明していることもあり、金融政

策が不動産市況の悪化の引き金になるとの懸念は広がっ

ていません。

 

　いささか気がかりな状況として、雇用情勢に関する変化

の兆しが挙げられます。コロナ禍の一時期を除いて、非正

規の雇用者はほぼ一貫して雇用者数の増加に寄与してき

ました。ところが、足下では非正規の雇用者数が減少に転

じたようにも見受けられます（図表５）。これまでの雇用者

数の増加は女性や高齢者の労働参加に拠るところが大き

く、これらの層の人々の多くが非正規雇用として職を得たも

のと考えられます。直近の非正規の雇用者数の減少は、こ

れらの層からの労働供給が頭打ちになっていることを示唆

しているのかもしれません。

　これまでの女性の就業者数の増加は、夫婦の共働き化

による家計の所得の底上げを通じて、住宅に対する家計の

支出を下支えしてきました。もし今後、共働き世帯数の増加

が見込めないということになれば、家計の所得をさらに増

加させるには、１人当たりの賃金が一層上昇する、あるいは

非正規雇用から正規雇用への切り替えが進むなど、雇用

の質の向上が求められることとなります。今後も雇用の質

の向上が着実に進むのであれば、住宅の実需を巡る状況

は引き続き底堅いといえるでしょうし、逆にその進捗が思わ

しくないようであれば、いずれ住宅の価格および賃料の上

昇の向かい風ともなりかねません。

 また、建築費の高騰に悩んでいるのは不動産業だけで

はありません。業種業態にかかわらず、企業各社は多かれ

少なかれ設備や建物の調達コストの上昇に直面していま

す。仮にこの状況が企業の業容拡大意欲を挫く原因となれ

ば、事業用不動産に対する床需要にもその悪影響が波及

する可能性があります。

　金融面のリスクとしては、長期金利の動向に目配りした

いところです。2025年10月に発足した高市政権は拡張的

な財政政策を指向しているものと目されており、2026年1

月には長期金利（10年国債金利）が27年ぶりに2.3％を突

破しました。30年国債や40年国債の利回りも過去最高水

準に至っています。本稿執筆時点では衆議院選挙の情勢

が不透明ですが、もし与党が勝利することになれば、高市

政権はますます拡張的な財政政策に傾斜する、という連想

が債券市場で生じやすくなることでしょう。万が一にも国債

金利の上昇に歯止めがかからないような事態におちいれ

ば、投資用不動産が低い利回りで売買される状況は徐々

に正当化されづらくなります。政府にはぜひ、財政再建の意

思と能力を債券市場に疑われることがないよう、穏当な財

政政策を堅持するよう期待したいところです。

　2025年の不動産市場は堅調に推移しました。賃料や価

格が上昇したものの、それは不動産に対する実需に裏打ち

されたものであり、持続可能性に欠くような市況の過熱が

生じているわけではありません。建築費高騰を背景とした

新規供給の減退は不動産の需給バランスを引き締める方

向に作用すると期待されますし、先行きの不動産市況を取

り巻く経済環境の見通しもおおむね良好です。したがって、

2026年も不動産の価格や賃料の上昇が継続することで

しょう。そのなかで「既存建物の活用」は、今年の不動産市

場を語る上での重要なキーワードとなりそうです。マクロ経

済面でのリスク要因としては、雇用情勢の局面変化や資本

財・建設財の価格高騰を遠因とする不動産需要の減退の

ほか、財政再建への懸念を悪材料とした金融環境の変化

などが意識されます。

建築費高騰と新規供給の絞り込み

選ばれ続ける不動産の形成

図表2：東京圏における住宅地の上昇率順位表

出所：国土交通省「都道府県地価調査」
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　このところ建築着工の動きは低調です。2025年1月から

11月までの新設住宅着工戸数は67.9万戸にとどまりまし

た。15年ぶりの低水準であった2024年同期の実績を

7.0％下回っているのみならず、直近のボトムであった

2009年同期の実績にも達していません。このままでは

2025年の新設住宅着工戸数は約60年ぶりの少なさとな

りそうです。住宅を含む建築物全体の着工床面積について

も、2024年は59年ぶりの低さとなる1.03億㎡でした。

2025年は前年をさらに下回っており、もし通年での建築

物着工床面積が1億㎡を割り込むことになれば1963年以

来の出来事となります。

　着工を鈍らせている大きな要因が建築費の高騰・高止

まりです。新規の開発計画は、増大したコストに見合うもの

に厳選して取り組まざるを得ない状況にあり、注目度の高

い再開発案件が計画の見直し、あるいは中止を迫られるよ

うな事例が複数報じられています。

　その一方で、新規供給の少なさは不動産の需給を引き

締める方向に作用しますので、既存物件の賃料や価格の

下支えに寄与するものと期待されます。

　一部の建設資材価格にはピークアウトの様相が見られ

るものの、建築費全体を押し下げるには至っていません。も

とより、建設業における人手不足が早晩解消される見込み

はなく、建設業界における労働環境向上に向けた取り組み

も相まって、労務費の上昇傾向に歯止めがかかる可能性

は乏しそうです。2026年も引き続き、不動産市場は高止ま

りする建築費を前提とせざるを得ず、したがって着工の動

きも鈍い一年となることでしょう。

 

　先に「新規供給の少なさは不動産の需給を引き締める

方向に作用する」と記載しましたが、すべての物件がその恩

恵を受けるわけではない点に注意が必要です。「令和5年

住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点で日

本に存在する総住宅数約6,500万戸のうち約900万戸が

空き家となっています。経済学の教科書によれば、財や

サービスの市場においては需要と供給が一致するように価

格が調整される、と説明されます。しかし不動産市場にお

いては、賃料や価格の調整によって空き家が解消に向かう

ことはありません。需要と合致する物件については、相応の

価格や賃料で買い手や借り手を見つけることができる一

方、需要と合致しない物件が空き家となるにすぎません。

　折しも2026年3月には新しい「住生活基本計画」が策定

されることとなっており、国土交通省は2025年11月にその

策定に向けた中間とりまとめを公表しました。この中間とり

まとめによると、検討の方向性として11の項目が挙げられ

ており、そのひとつが「多世代にわたり活用される住宅ス

トックの形成」です。そこでは耐震性、省エネ性能、バリアフ

リー性能を例として、住宅ストックの性能向上を一層推進

すべきことが謳われています。

　上述のとおり、2026年も建築費の高騰を背景に新規の

供給は絞り込まれる可能性が高そうです。新しい住生活基

本計画が策定されるタイミングに重なることも相まって、今

年はこれまで以上に既存住宅の活用が話題となるはずで

す。そこで議論の焦点となるのはまさに「活用される」という

視点です。価格や賃料が上昇するもとでも需要の受け皿と

なって市場での競争力を保てるか否か、個々の物件の真

価がますます問われる一年となることでしょう。

　これまでの実体経済の状況に鑑みれば、2026年も不動

産の実需は底堅いといえそうです。人々の賃金の増加が物

価の上昇を上回る状況は定着していないとはいえ、このと

ころ１人当たりの賃金がしっかりと増加してきたこともまた

事実です。雇われて働く人に分配される所得の総額である

雇用者報酬も着実に伸びてきました（図表３）。企業の人手

不足感は依然として根強く、2026年も賃上げの機運は続く

ものとみられます。これらが人々の住宅取得予算や住宅賃

料支払いの原資となって、住宅の需要を下支えすることで

しょう。

 また企業は設備投資に対する前向きな計画を有してお

り、企業の業容拡大意欲が根強いことをうかがわせます。

企業がオフィス、商業店舗、物流施設などの事業用不動

産に対する床需要を維持しやすい地合であると想定され

ます。

　金融面においても、不動産市場への悪影響が危ぶまれ

る状況にはありません。日本銀行はこれまで、政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整してきまし

た。それでもなお不動産業向けの貸出残高は増勢を強めて

おり、住宅ローンの貸出しにも特段の変調は見られません

（図表４）。日本不動産研究所が公表する「不動産投資家

調査Ⓡ」においても、不動産投資家が積極的な物件取得
意欲を有していることが確認されます。このように、潤沢な

投融資資金が不動産市場に流入する状況が不動産市況

を下支えしています。また日本銀行は、今後も政策金利の

引き上げ等によって金融緩和の度合いを調整していく方針

ですが、その方針を明確に説明していることもあり、金融政

策が不動産市況の悪化の引き金になるとの懸念は広がっ

ていません。

 

　いささか気がかりな状況として、雇用情勢に関する変化

の兆しが挙げられます。コロナ禍の一時期を除いて、非正

規の雇用者はほぼ一貫して雇用者数の増加に寄与してき

ました。ところが、足下では非正規の雇用者数が減少に転

じたようにも見受けられます（図表５）。これまでの雇用者

数の増加は女性や高齢者の労働参加に拠るところが大き

く、これらの層の人々の多くが非正規雇用として職を得たも

のと考えられます。直近の非正規の雇用者数の減少は、こ

れらの層からの労働供給が頭打ちになっていることを示唆

しているのかもしれません。

　これまでの女性の就業者数の増加は、夫婦の共働き化

による家計の所得の底上げを通じて、住宅に対する家計の

支出を下支えしてきました。もし今後、共働き世帯数の増加

が見込めないということになれば、家計の所得をさらに増

加させるには、１人当たりの賃金が一層上昇する、あるいは

非正規雇用から正規雇用への切り替えが進むなど、雇用

の質の向上が求められることとなります。今後も雇用の質

の向上が着実に進むのであれば、住宅の実需を巡る状況

は引き続き底堅いといえるでしょうし、逆にその進捗が思わ

しくないようであれば、いずれ住宅の価格および賃料の上

昇の向かい風ともなりかねません。

 また、建築費の高騰に悩んでいるのは不動産業だけで

はありません。業種業態にかかわらず、企業各社は多かれ

少なかれ設備や建物の調達コストの上昇に直面していま

す。仮にこの状況が企業の業容拡大意欲を挫く原因となれ

ば、事業用不動産に対する床需要にもその悪影響が波及

する可能性があります。

　金融面のリスクとしては、長期金利の動向に目配りした

いところです。2025年10月に発足した高市政権は拡張的

な財政政策を指向しているものと目されており、2026年1

月には長期金利（10年国債金利）が27年ぶりに2.3％を突

破しました。30年国債や40年国債の利回りも過去最高水

準に至っています。本稿執筆時点では衆議院選挙の情勢

が不透明ですが、もし与党が勝利することになれば、高市

政権はますます拡張的な財政政策に傾斜する、という連想

が債券市場で生じやすくなることでしょう。万が一にも国債

金利の上昇に歯止めがかからないような事態におちいれ

ば、投資用不動産が低い利回りで売買される状況は徐々

に正当化されづらくなります。政府にはぜひ、財政再建の意

思と能力を債券市場に疑われることがないよう、穏当な財

政政策を堅持するよう期待したいところです。

　2025年の不動産市場は堅調に推移しました。賃料や価

格が上昇したものの、それは不動産に対する実需に裏打ち

されたものであり、持続可能性に欠くような市況の過熱が

生じているわけではありません。建築費高騰を背景とした

新規供給の減退は不動産の需給バランスを引き締める方

向に作用すると期待されますし、先行きの不動産市況を取

り巻く経済環境の見通しもおおむね良好です。したがって、

2026年も不動産の価格や賃料の上昇が継続することで

しょう。そのなかで「既存建物の活用」は、今年の不動産市

場を語る上での重要なキーワードとなりそうです。マクロ経

済面でのリスク要因としては、雇用情勢の局面変化や資本

財・建設財の価格高騰を遠因とする不動産需要の減退の

ほか、財政再建への懸念を悪材料とした金融環境の変化

などが意識されます。

不動産市場を取り巻くマクロ経済環境

うた

図表3：名目雇用者報酬 図表4：不動産業向け貸出残高および住宅ローン貸出残高の伸び

出所：内閣府「国民経済計算（2025年7-9月期・2次速報）」
注：国内銀行の銀行勘定および信用金庫の銀行勘定の計。

出所：日本銀行「貸出先別貸出金」
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　日本不動産研究所が実施する「全国賃料統計」による

と、2025年9月末までの1年間に共同住宅の賃料上昇を観

測した都市は、調査対象158都市のうち84都市に上りまし

た（図表１）。これほど多くの都市に住宅賃料の上昇が拡

大しているのは歴史的にみても特筆すべき出来事です。

　筆者が業界関係者の方々から聴取する伝聞情報として

も、「入居者の入れ替えの際に賃料水準を引き上げている」

というお声をよく耳にするようになりましたし、「契約更新時

に賃料の増額改定に成功している」というご意見も聞かれ

るようになりました。物価の上昇に連動して今後も賃料が

上がり続ける、といった強い期待感は醸成されていないも

のの、少なくとも2025年は、不動産市場におけるデフレマ

インドの払拭に向けて着実な一歩を踏み出す１年になった

と振り返ることができます。

　また賃貸市場の改善に支えられて、住宅価格や地価の

動向も堅調でした。国土交通省が公表する「不動産価格指

数（住宅）」によると、全国の中古マンション価格の上昇傾

向が継続していますし、中古戸建て住宅価格もこれまでの

水準を維持し続けています。毎年7月1日時点の地価を示

す「都道府県地価調査」からも、全国的に地価上昇が継続

していることが裏付けられます。

 

　これまで不動産価格の上昇が続いてきたとはいえ、不動

産市場がバブル的であると解釈することは適切ではありま

せん。大都市圏における新築マンションの価格は、一般的

な消費者にとって手の届かない水準にまで至っています

が、その価格を押し上げているのは転売目的の投機的需

要ではなく、あくまで富裕層や高所得者層による居住目的

の需要です。これに関連して、先ごろ国土交通省が、大都市

圏の新築マンションの取引に占める短期売買や、国外居住

者による取得の割合に関する調査結果を公表しました

（「不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調

査結果」）。これによると、調査対象期間である2018年から

2024年1～6月にかけて、東京区部の一部の区において短

期売買（購入後1年以内の売買）の割合が高い時期も見ら

れましたが、それでも2割程度でした。国外居住者による取

得の割合も多くの区や政令市において、たかだか数％程度

にすぎません。日本のマンション市場が投機的な売買に

よって席巻されているとは認めがたい状況です。

　またマンション価格や地価の動向も、単なる価格上昇期

待によって不動産市況が形成されているわけではないこと

を示しています。たとえば令和7年の「都道府県地価調査」

において、圏域別の住宅地地価の上昇率のランキングを確

認すると、大都市中心部のポイントだけではなく、郊外部の

ポイントも上位にランクインしています。図表２にはその一

例として、東京圏における住宅地地価上昇率の上位のポイ

ントを示しました。相対的に地価水準が割安で、かつ子育

て環境や交通利便性などの面で住み心地の良さが感じら

れるエリアにおいても、強めの地価上昇が見られるというこ

とは、実需に裏打ちされた地価変動の分布が生じているこ

とを示唆しています。
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ていません。

 

　いささか気がかりな状況として、雇用情勢に関する変化

の兆しが挙げられます。コロナ禍の一時期を除いて、非正

規の雇用者はほぼ一貫して雇用者数の増加に寄与してき

ました。ところが、足下では非正規の雇用者数が減少に転

じたようにも見受けられます（図表５）。これまでの雇用者

数の増加は女性や高齢者の労働参加に拠るところが大き

く、これらの層の人々の多くが非正規雇用として職を得たも

のと考えられます。直近の非正規の雇用者数の減少は、こ

れらの層からの労働供給が頭打ちになっていることを示唆

しているのかもしれません。

　これまでの女性の就業者数の増加は、夫婦の共働き化

による家計の所得の底上げを通じて、住宅に対する家計の

支出を下支えしてきました。もし今後、共働き世帯数の増加

が見込めないということになれば、家計の所得をさらに増

加させるには、１人当たりの賃金が一層上昇する、あるいは

非正規雇用から正規雇用への切り替えが進むなど、雇用

の質の向上が求められることとなります。今後も雇用の質

の向上が着実に進むのであれば、住宅の実需を巡る状況

は引き続き底堅いといえるでしょうし、逆にその進捗が思わ

しくないようであれば、いずれ住宅の価格および賃料の上

昇の向かい風ともなりかねません。

 また、建築費の高騰に悩んでいるのは不動産業だけで

はありません。業種業態にかかわらず、企業各社は多かれ

少なかれ設備や建物の調達コストの上昇に直面していま

す。仮にこの状況が企業の業容拡大意欲を挫く原因となれ

ば、事業用不動産に対する床需要にもその悪影響が波及

する可能性があります。

　金融面のリスクとしては、長期金利の動向に目配りした

いところです。2025年10月に発足した高市政権は拡張的

な財政政策を指向しているものと目されており、2026年1

月には長期金利（10年国債金利）が27年ぶりに2.3％を突

破しました。30年国債や40年国債の利回りも過去最高水

準に至っています。本稿執筆時点では衆議院選挙の情勢

が不透明ですが、もし与党が勝利することになれば、高市

政権はますます拡張的な財政政策に傾斜する、という連想

が債券市場で生じやすくなることでしょう。万が一にも国債

金利の上昇に歯止めがかからないような事態におちいれ

ば、投資用不動産が低い利回りで売買される状況は徐々

に正当化されづらくなります。政府にはぜひ、財政再建の意

思と能力を債券市場に疑われることがないよう、穏当な財

政政策を堅持するよう期待したいところです。

　2025年の不動産市場は堅調に推移しました。賃料や価

格が上昇したものの、それは不動産に対する実需に裏打ち

されたものであり、持続可能性に欠くような市況の過熱が

生じているわけではありません。建築費高騰を背景とした

新規供給の減退は不動産の需給バランスを引き締める方

向に作用すると期待されますし、先行きの不動産市況を取

り巻く経済環境の見通しもおおむね良好です。したがって、

2026年も不動産の価格や賃料の上昇が継続することで

しょう。そのなかで「既存建物の活用」は、今年の不動産市

場を語る上での重要なキーワードとなりそうです。マクロ経

済面でのリスク要因としては、雇用情勢の局面変化や資本

財・建設財の価格高騰を遠因とする不動産需要の減退の

ほか、財政再建への懸念を悪材料とした金融環境の変化

などが意識されます。

経済面でのリスク要因

総括：2026年の不動産市場の見通し

くじ

図表5：雇用者数の増加（前年同月比）と雇用形態別の寄与

注：役員を除く雇用者。
出所：総務省「労働力調査」
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Q uestion

　民法には、『土地の工作物の設置

又は保存に瑕疵があることによって他

人に損害を生じたときは、その工作物

の占有者は、被害者に対してその損

害を賠償する責任を負う』と定められ

ています（民法717条1項本文）。この

条項による責任が工作物責任です。

　マンションの躯体や配管などの共

用部分の設置または保存に瑕疵が

あって、それによってマンションの専

有部分に損害が生じた場合に管理組

合が工作物責任を負うかどうかにつ

いては、これまで考え方が分かれてい

ましたが、このたび最高裁から、管理

組合の責任を認める判決が出されま

した（最判令和8.1.22最高裁ウェブ

サイト）。

１.事案の概要
（1）Y管理組合は、東京都練馬区に

所在する１棟の区分所有建物

（平成２年５月新築、総戸数27

戸。本件区分所有建物）の区分

所有者の団体である。 Xは、本件

区分所有建物の専有部分である

203号室の共有者である。

（2）Y管理組合の規約には、共用部分

の管理については、Y管理組合が

その責任と負担においてこれを行

うものとする旨の定め（区分所有

法20条）、Y管理組合は、Y管理

組合が管理する共用部分の保全

および保守ならびに修繕を行う旨

の定め（同法31条）がある。

（3）本件区分所有建物においては、平

成25年10月から平成27年３月

にかけて、４回にわたって、外壁コ

ンクリート躯体部分および床下ス

ラブ部分（本件外壁部分等）の亀

裂等により、203号室への漏水事

故が発生した。この亀裂等は、工

作物の設置または保存の瑕疵に

あたり、また亀裂等が生じた本件

外壁部分等は、本件区分所有建

物の共用部分にあたる。

（4）XはY管理組合に対して、工作物

責任に基づいて損害賠償を求め

て、訴えを提起した。

　東京高裁（原審）は、管理組合

は、本件外壁部分等について、民

法717条１項本文にいう占有者

にあたらないとして、XのY管理組

合に対する損害賠償請求を棄却

した。

（5）これに対してXが上告した。最高

裁（上告審）は、原審の判断を覆

して管理組合が占有者にあたる

と判断し、工作物責任を認めた。

２.裁判所の判断
　『民法717条１項本文の趣旨は、工

作物の設置又は保存に瑕疵があるこ

とによって損害が生じた場合、このよ

うに通常有すべき安全性を欠く状態

にある工作物を支配管理して損害の

発生を防止すべき地位にある者に損

害賠償責任を負わせることにあると解

される。

　区分所有法によると、区分所有者

は、全員で、区分所有建物等の管理

を行うための団体を構成し（３条前

段）、区分所有建物の共用部分の管

理に関する事項は集会の決議で決す

るとされている（18条１項）。これら区

分所有法の規定に照らすと、区分所

有建物の共用部分については、基本

的に、区分所有者の団体がこれを支

配管理して通常有すべき安全性を確

保していくことが予定されているもの

というべきである（このことは、区分所

有法25条及び26条に管理者の選任

及び権限等についての定めがあるか

らといって、左右されるものではな

い）。そうすると、区分所有者の団体

は、特段の事情がない限り、区分所有

建物の共用部分を支配管理してその

設置又は保存の瑕疵による損害の発

生を防止すべき地位にあるということ

ができる。

　また、区分所有者の団体は、区分

所有者からその持分に応じて共用部

分の管理のための費用を徴収してい

るのが通例であるところ（区分所有法

19条参照）、共用部分の設置又は保

存に瑕疵があることによって損害が

生じた場合には、区分所有者の団体

の財産からその賠償をすることが、区

分所有者の通常の意思に沿い、損害

を被った者の保護にも資するものとい

える。

　以上によれば、区分所有者の団体

は、特段の事情がない限り、区分所有

建物の共用部分について、民法717

条１項本文にいう「占有者」に当たる

というべきである』。

　宅建業者は、マンションの売買や

賃貸借の仲介を行って、購入者や賃

借人の生活をサポートするのがその

役割です。契約上の責任としては、売

買契約や賃貸借契約の締結がなされ

れば、役割を果たし終えたことになり

ますが、購入者や賃借人が想定どお

りマンションでの暮らしを営んでいる

かどうかにも、関心をもたなければな

りません。今般公表されたケースは、

マンションで起こった事故について、

管理組合に責任を問えるかどうかと

いう重要なテーマに関する最高裁の

判断であって、宅建業者のみなさま

も、十分に理解をしておく必要があり

ます。

管
理
組
合
の
工
作
物
責
任

　管理組合に工作物責任による損害賠償を請求することができます。管理組
合は共用部分の占有者であり、工作物の設置または保存に瑕疵があることに
よって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、その損害を賠償す
る責任を負うからです。

　マンションの2階の1部屋を所有し、居住しています。先日、共用部分である外
壁コンクリート躯体部分および床下スラブ部分などに亀裂が生じて漏水事故が
発生しました。そのため家具が水浸しになって使えなくなり、天井の亀裂を補修
し、クロスも張り替えなければならなくなりました。管理組合に工作物責任による
損害賠償を請求することができるでしょうか。

nswerA

工作物責任 最判令和8.1.22

302号室のバルコニーに面した北側外壁
のコンクリート躯体部分に隙間、亀裂が
生じ、平成25年10月～平成27年3月に
かけて、4回にわたって漏水事故が発生。
天井の亀裂および天井クロスの剝がれの
補修が必要になった。
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　民法には、『土地の工作物の設置

又は保存に瑕疵があることによって他

人に損害を生じたときは、その工作物

の占有者は、被害者に対してその損

害を賠償する責任を負う』と定められ

ています（民法717条1項本文）。この

条項による責任が工作物責任です。

　マンションの躯体や配管などの共

用部分の設置または保存に瑕疵が

あって、それによってマンションの専

有部分に損害が生じた場合に管理組

合が工作物責任を負うかどうかにつ

いては、これまで考え方が分かれてい

ましたが、このたび最高裁から、管理

組合の責任を認める判決が出されま

した（最判令和8.1.22最高裁ウェブ

サイト）。

１.事案の概要
（1）Y管理組合は、東京都練馬区に

所在する１棟の区分所有建物

（平成２年５月新築、総戸数27

戸。本件区分所有建物）の区分

所有者の団体である。 Xは、本件

区分所有建物の専有部分である

203号室の共有者である。

（2）Y管理組合の規約には、共用部分

の管理については、Y管理組合が

その責任と負担においてこれを行

うものとする旨の定め（区分所有

法20条）、Y管理組合は、Y管理

組合が管理する共用部分の保全

および保守ならびに修繕を行う旨

の定め（同法31条）がある。

（3）本件区分所有建物においては、平

成25年10月から平成27年３月

にかけて、４回にわたって、外壁コ

ンクリート躯体部分および床下ス

ラブ部分（本件外壁部分等）の亀

裂等により、203号室への漏水事

故が発生した。この亀裂等は、工

作物の設置または保存の瑕疵に

あたり、また亀裂等が生じた本件

外壁部分等は、本件区分所有建

物の共用部分にあたる。

（4）XはY管理組合に対して、工作物

責任に基づいて損害賠償を求め

て、訴えを提起した。

　東京高裁（原審）は、管理組合

は、本件外壁部分等について、民

法717条１項本文にいう占有者

にあたらないとして、XのY管理組

合に対する損害賠償請求を棄却

した。

（5）これに対してXが上告した。最高

裁（上告審）は、原審の判断を覆

して管理組合が占有者にあたる

と判断し、工作物責任を認めた。

２.裁判所の判断
　『民法717条１項本文の趣旨は、工

作物の設置又は保存に瑕疵があるこ

とによって損害が生じた場合、このよ

うに通常有すべき安全性を欠く状態

にある工作物を支配管理して損害の

発生を防止すべき地位にある者に損

害賠償責任を負わせることにあると解

される。

　区分所有法によると、区分所有者

は、全員で、区分所有建物等の管理

を行うための団体を構成し（３条前

段）、区分所有建物の共用部分の管

理に関する事項は集会の決議で決す

るとされている（18条１項）。これら区

分所有法の規定に照らすと、区分所

有建物の共用部分については、基本

的に、区分所有者の団体がこれを支

配管理して通常有すべき安全性を確

保していくことが予定されているもの

というべきである（このことは、区分所

有法25条及び26条に管理者の選任

及び権限等についての定めがあるか

らといって、左右されるものではな

い）。そうすると、区分所有者の団体

は、特段の事情がない限り、区分所有

建物の共用部分を支配管理してその

設置又は保存の瑕疵による損害の発

生を防止すべき地位にあるということ

ができる。

　また、区分所有者の団体は、区分

所有者からその持分に応じて共用部

分の管理のための費用を徴収してい

るのが通例であるところ（区分所有法

19条参照）、共用部分の設置又は保

存に瑕疵があることによって損害が

生じた場合には、区分所有者の団体

の財産からその賠償をすることが、区

分所有者の通常の意思に沿い、損害

を被った者の保護にも資するものとい

える。

　以上によれば、区分所有者の団体

は、特段の事情がない限り、区分所有

建物の共用部分について、民法717

条１項本文にいう「占有者」に当たる

というべきである』。

　宅建業者は、マンションの売買や

賃貸借の仲介を行って、購入者や賃

借人の生活をサポートするのがその

役割です。契約上の責任としては、売

買契約や賃貸借契約の締結がなされ

れば、役割を果たし終えたことになり

ますが、購入者や賃借人が想定どお

りマンションでの暮らしを営んでいる

かどうかにも、関心をもたなければな

りません。今般公表されたケースは、

マンションで起こった事故について、

管理組合に責任を問えるかどうかと

いう重要なテーマに関する最高裁の

判断であって、宅建業者のみなさま

も、十分に理解をしておく必要があり

ます。

山下・渡辺法律事務所
弁護士

渡辺 晋
第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民
事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動
産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討
会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に
『不動産最新判例100』『不動産登記請求訴訟』（日
本加除出版）、『民法の解説』『最新区分所有法の解
説』（住宅新報出版）など。
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まとめ

●土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を
生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償す
る責任を負う。この責任が工作物責任である。

●占有者の工作物責任は、工作物の設置または保存について、通常有すべ
き安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して、損害の発生を防止す
べき地位にある者に損害賠償責任を負わせるものである。

●マンションの管理組合が工作物責任を負うかどうかは、これまで考え方が
分かれてかれていたが、今般最高裁において、管理組合について、占有者
の工作物責任における占有者にあたり、共用部分の設置または保存の瑕
疵によって専有部分に損害を生じさせた場合には、管理組合が工作物責
任を負うと判断された。

今回のポイント
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　遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続

人について、その生活保障を図るなど

の観点から、最低限の取り分を確保

する制度です。2018年の相続法の改

正により、遺留分を侵害された相続人

は、被相続人から多額の遺贈または

贈与を受けた者に対して、遺留分侵害

額に相当する金銭を請求することが

できるようになりました。遺留分および

遺留分侵害額については、算式①の

計算式により算定します。

　遺贈が遺留分（民法1042条）を侵

害するものとして、遺留分侵害額の支

払いの請求（民法1046条）が行われ

た場合において、その金額が確定し

たときの相続税の計算は、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれに定める課

税価格の合計額により行うことにな

ります。

（1） 金銭の支払いを受ける相続人
（遺留分権利者）
⇒「相続等により取得した現物財産
の価額」＋「遺留分侵害額に相当
する価額」

（2）金銭を支払う受遺者（遺留分義
務者）

⇒「相続等により取得した現物財産
の価額」－「遺留分侵害額に相当
する価額」

　この場合の「遺留分侵害額に相当

する価額」は、相続開始の時における

時価であることを要しますが（相続税

法〈以下、相法〉22条）、その金額につ

いては、代償分割が行われた場合の

計算（相続税法基本通達11の2－

10）に準じて差し支えないとされてい

ます。

　この場合、遺留分侵害額の支払い

の請求の基因となった遺贈に係る財

産が特定され、かつ、その財産の相続

開始の時における時価を基として遺

留分侵害額が決定されているときの

「遺留分侵害額に相当する価額」は、

算式②の式により計算します。

　遺留分侵害額に相当する金銭の支

払いに代えて、資産（遺留分侵害額の

支払いの請求の基因となった遺贈に

より取得した財産を含む）を交付する

場合、相続税の計算は前記の算式②

と同様となりますが、この資産の交付

は、遺留分侵害額に係る金銭債務を

履行するための代物弁済に該当して

しまうため、金銭債務の履行義務者

は、消滅した金銭債務の額に相当する

価額で交付した資産を譲渡したもの

として、所得税（譲渡所得）が課税され

ることになります(所得税法33条、所

得税基本通達33－1の6)。

　なお、「金銭の支払いに代えて交付

する資産」には、金銭債務の履行義務

者（受遺者）の固有財産だけでなく、

遺贈等により取得した財産（＝相続

財産）も含まれます。例えば、遺留分

侵害額に係る金銭債務を履行するた

めの金銭が不足したため、遺贈で取

得した土地を交付した場合には、土

地を譲渡したものとして所得税（譲渡

所得）の課税が生じることにご注意く

ださい。

　遺留分侵害額の支払いの請求が

行われた場合で、当事者間においてそ

の請求に争いがあり、その額が未確定

の場合には、遺留分侵害額の支払い

の請求が行われていないものとして、

相続税の課税価格を計算し、申告・納

税をすることになります。

　その後、支払うべき遺留分侵害額

が確定した場合には、これにより相続

税額が納め過ぎとなった場合は、その

事由が生じたことを知った日の翌日か

ら４月以内に税務署長に対し更正の

請求（相法 32①三）、新たに期限内

申告書を提出すべき要件に該当する

こととなったまたは相続税額に不足が

生じた場合には、期限後申告書または

修正申告書を提出することができます

（相法30①、31①）。

　遺留分侵害額請求は、被相続人の

財産から最低限の取り分を確保する

ために必要な制度ですが、相続税以

外に所得税（譲渡所得）の課税リスク

が生じ得るなど、手続きが複雑です。

　したがって、このようなリスクを回

避するためには、遺言書を書く前に、

専門家に相談し、遺留分を侵害しな

いような対策を講じることをおすすめ

します。

遺
留
分
侵
害
額
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
の

課
税
上
の
注
意
点

　遺留分侵害額請求が行われた場合の課税上の注意点は次のとおりとなりま
す。特に、金銭の代わりに土地等を交付した場合、相続税以外に譲渡所得（所得
税）の課税が生じますので、ご注意ください。以下で解説します。

　父が亡くなりました。父は、長男である
私にすべての財産を遺贈する旨の遺言書
を遺しておりましたが、相続人である次男
から、遺留分侵害額請求を行う旨の内容
証明郵便が届きました。
　これから相続税の申告を行わなければ
ならないので、注意すべき点があれば教
えてください。

Q uestion

nswerA

1. 遺留分とは
　 （引用：法務省HP）

2. 遺贈が遺留分を侵害するも
のとして遺留分侵害額の支
払請求があった場合におけ
る相続税の計算
（引用：国税庁HP）

注１ 遺留分を算定するための財産の価額＝（相続時における被相続人の積極財産の額）＋
 （相続人に対する生前贈与の額〈原則10年以内〉）＋（第三者に対する生前贈与の額〈原則１年以内〉）-
 （被相続人の債務の額）
注２ 直系尊属のみが相続人である場合は３分の１

遺 留 分＝ （遺留分を算定するための財産の価額注１）×（２分の１注2）×
 （遺留分権利者の法定相続分）
遺留分侵害額＝
 （遺留分）-（遺留分権利者の特別受益の額）-
 （遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額）＋
 （遺留分権利者が相続によって負担する債務の額）

①すべての財産を
　長男に遺贈

②遺留分侵害額
　請求

父

算式 ①

長男

次男
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　遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続

人について、その生活保障を図るなど

の観点から、最低限の取り分を確保

する制度です。2018年の相続法の改

正により、遺留分を侵害された相続人

は、被相続人から多額の遺贈または

贈与を受けた者に対して、遺留分侵害

額に相当する金銭を請求することが

できるようになりました。遺留分および

遺留分侵害額については、算式①の

計算式により算定します。

　遺贈が遺留分（民法1042条）を侵

害するものとして、遺留分侵害額の支

払いの請求（民法1046条）が行われ

た場合において、その金額が確定し

たときの相続税の計算は、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれに定める課

税価格の合計額により行うことにな

ります。

（1） 金銭の支払いを受ける相続人
（遺留分権利者）
⇒「相続等により取得した現物財産
の価額」＋「遺留分侵害額に相当
する価額」

（2）金銭を支払う受遺者（遺留分義
務者）

⇒「相続等により取得した現物財産
の価額」－「遺留分侵害額に相当
する価額」

　この場合の「遺留分侵害額に相当

する価額」は、相続開始の時における

時価であることを要しますが（相続税

法〈以下、相法〉22条）、その金額につ

いては、代償分割が行われた場合の

計算（相続税法基本通達11の2－

10）に準じて差し支えないとされてい

ます。

　この場合、遺留分侵害額の支払い

の請求の基因となった遺贈に係る財

産が特定され、かつ、その財産の相続

開始の時における時価を基として遺

留分侵害額が決定されているときの

「遺留分侵害額に相当する価額」は、

算式②の式により計算します。

　遺留分侵害額に相当する金銭の支

払いに代えて、資産（遺留分侵害額の

支払いの請求の基因となった遺贈に

より取得した財産を含む）を交付する

場合、相続税の計算は前記の算式②

と同様となりますが、この資産の交付

は、遺留分侵害額に係る金銭債務を

履行するための代物弁済に該当して

しまうため、金銭債務の履行義務者

は、消滅した金銭債務の額に相当する

価額で交付した資産を譲渡したもの

として、所得税（譲渡所得）が課税され

ることになります(所得税法33条、所

得税基本通達33－1の6)。

　なお、「金銭の支払いに代えて交付

する資産」には、金銭債務の履行義務

者（受遺者）の固有財産だけでなく、

遺贈等により取得した財産（＝相続

財産）も含まれます。例えば、遺留分

侵害額に係る金銭債務を履行するた

めの金銭が不足したため、遺贈で取

得した土地を交付した場合には、土

地を譲渡したものとして所得税（譲渡

所得）の課税が生じることにご注意く

ださい。

　遺留分侵害額の支払いの請求が

行われた場合で、当事者間においてそ

の請求に争いがあり、その額が未確定

の場合には、遺留分侵害額の支払い

の請求が行われていないものとして、

相続税の課税価格を計算し、申告・納

税をすることになります。

　その後、支払うべき遺留分侵害額

が確定した場合には、これにより相続

税額が納め過ぎとなった場合は、その

事由が生じたことを知った日の翌日か

ら４月以内に税務署長に対し更正の

請求（相法 32①三）、新たに期限内

申告書を提出すべき要件に該当する

こととなったまたは相続税額に不足が

生じた場合には、期限後申告書または

修正申告書を提出することができます

（相法30①、31①）。

　遺留分侵害額請求は、被相続人の

財産から最低限の取り分を確保する

ために必要な制度ですが、相続税以

外に所得税（譲渡所得）の課税リスク

が生じ得るなど、手続きが複雑です。

　したがって、このようなリスクを回

避するためには、遺言書を書く前に、

専門家に相談し、遺留分を侵害しな

いような対策を講じることをおすすめ

します。

(注)上記の期限後申告書または修正申告書を提出
する場合は、その申告書の提出日までに、相続
税額を納付する必要があります（国税通則法
35②一）。

4. 相続税の申告書の提出期限
までに遺留分侵害額が確定
していない場合の申告等

3. 金銭の支払いに代えて資産
を交付する場合の注意点

税理士法人チェスター
東京本店審査部 部長

税理士

飯田 隆一
国税庁出身で、東京国税局資産評価官、同審
理課長、同国税訟務官室長等を歴任。主な著
書に、『令和２年版図解財産評価』（編者、大蔵
財務協会）、『令和２年版相続税贈与税土地評
価の実務』（編者、大蔵財務協会）ほか多数。

au
tho
r

5. まとめ

（注）共同相続人および包括受遺者（遺留分義務者を含む）の全員の協議に基づいて、上記の方法に準じた方法
または他の合理的と認められる方法により、その遺留分侵害額に相当する価額を計算して申告する場合
は、その申告した額として差し支えない。

遺留分侵害額の
請求に基づき
支払うべき
金銭の額

×
遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった遺贈に係る財産の
相続開始の時における価額（相続税評価額）

遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった遺贈に係る財産の
遺留分侵害額の決定の基となった相続開始の時における価額（時価）

算式 ②
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　今回のケースのように、賃借人が、

賃貸人に転貸借についての承諾を求

め、賃貸人の承諾を得たうえで、転貸

借契約が締結されることがあります。

転貸借は、賃借人が賃貸借契約に基

づき有する賃借権を基礎としてなさ

れるものですから、賃貸借が終了すれ

ば、転貸借もその基礎を失って終了す

るのか、ということが問題となります。

（１）賃貸借が賃借人の賃料不払い
を理由として解除される場合

　最高裁は、賃貸借が賃借人の債務

不履行を理由とする解除により終了

した場合、賃貸人の承諾のある転貸

借は、原則として、賃貸人が転借人に

対して目的物の返還を請求したとき

に、転貸人の転借人に対する債務の

履行不能により終了すると判示してい

ます（最判平成９年２月25日）。

　要するに、賃貸借をいわゆる親亀、

転貸借を子亀とみると、親亀がこけれ

ば子亀もこけるのが本来のように見

えますが、賃貸借が債務不履行に

よって終了したとしても、当然に転貸

借が同時に終了するのではなく、賃貸

人が転借人に対して、賃貸借の終了

を理由に明渡し請求をした時点で転

貸借は履行不能となるため、これによ

り終了するとしているのです。なお、最

高裁は、土地の賃貸借の事例につい

てではありますが、「賃貸借契約にお

いて、適法な転貸借関係が存在する

場合に、賃貸人が賃料不払いを理由

に契約を解除するには、特段の事情

のない限り、転借人に通知等をして賃

料の代払いの機会を与えなければな

らないものではない」（最判平成６年

７月18日）と判示しています。

　2020年４月１日から施行された改

正民法の制定過程において、賃貸人

が承諾した転貸借が存在する場合

に、賃借人兼転貸人の債務不履行を

理由に解除するには転借人に通知を

して代払いの機会を与える必要があ

るかという議論がされましたが、結果

として、このような規定は改正民法に

は盛り込まれませんでした。したがっ

て、賃借人の債務不履行を理由に賃

貸人が転貸承諾をした賃貸借を解除

し、転借人に明渡しを請求することは

可能と考えられます。

（２）賃貸借が、賃借人の更新拒絶等
を理由に終了する場合

　本件のように、賃借人の債務不履

行を理由とする解除ではなく、賃借人

側からの更新拒絶による契約終了に

ついては、最高裁は、ビルの賃貸・管

理を業とする会社を賃借人とする事

業用ビル一棟の賃貸借契約が、賃借

人の更新拒絶により終了した場合に

おいて、賃貸人が、賃借人にその知

識、経験等を活用してビルを第三者

に転貸し収益を上げさせることによっ

て、自らも各室を個別に賃貸すること

に伴うわずらわしさを免れるとともに、

賃借人から安定的に賃料収入を得る

ことを目的として賃貸借契約を締結

し、賃借人が第三者に転貸することを

賃貸借契約締結の当初から承諾して

いたものであり、かつ、当該ビルの貸

室の転借人および再転借人が、右目

的の下に賃貸借契約が締結され転

貸および再転貸の承諾がなされるこ

とを前提として、転貸借契約および再

転貸借契約を締結し、再転借人が現

にその貸室を占有しているなどの事

実関係があるときは（筆者註：すなわ

ち、いわゆるサブリース契約が組まれ

たような場合においては）、本件再転

貸借は、本件賃貸借の存在を前提と

するものであるが、本件賃貸借に際し

予定され、前記のような趣旨、目的を

達成するために行われたものであっ

て、賃貸人は本件再転貸借を承諾し

たにとどまらず、本件再転貸借の締結

に加功し、転借人による本件転貸部

分の占有の原因を作出したものとい

うべきであるから、「賃借人が更新拒

絶の通知をして本件賃貸借が期間満

了により終了しても、賃貸人は信義則

上、本件賃貸借の終了をもって転借

人に対抗することはできず、転借人は

本件再転貸借に基づく使用収益を継

続することができる」との判断を示し

ています〈最判平成14年３月28日

（民集56巻3号662頁）。

賃
貸
人
が
承
諾
し
た
転
借
人
が
い
る
場
合
の

転
貸
人
の
債
務
不
履
行

　当社は、貸ビルのオーナーから
依頼を受け、当社が賃借人とな
り、当社が転貸人となって貸ビル
の入居希望者と転貸借契約を締
結することとし、オーナーは包括
的に当社の転貸を承諾するとい
う形で、賃貸借契約と転貸借契約を締結し、約30年間にわたり、オーナーに対し
ては当社から毎月約定の賃料を支払ってまいりました。
　しかし、最近、隣接地域に立て続けに新たな貸しビルが建設され、当社の転貸
物件は空室があまりに増え、当社としても、これ以上の経営は困難であると判断
せざるを得ない状況です。そこで、オーナーと当社との建物賃貸借期間が満了す
るのを潮時として、賃借人である当社の側からオーナーに対して更新拒絶の通
知をし、賃貸借契約を終了させようと考えております。
　オーナーがそれを受け入れる場合、転貸借契約はオーナーが転借人に明渡し
請求をした時点で、転貸借の履行は不可能になるのですから、親亀がこければ子
亀もこけるのたとえのとおり、転貸借が終了するのではないかと考えております。
　転借人が退去することにより、本件建物を建て替える等して賃貸経営のリセッ
トを考えております。この場合には転貸借の終了は有効と考えてよいでしょうか。

転貸借契約がある場合の
法律関係

Q uestion

　賃貸人が承諾した転借人がいる場合に、賃借人の賃料不払いを理由に賃貸
借契約を解除した場合には、転借人が賃借人兼転貸人に転借料をきちんと支
払っていても、賃貸人が転借人に対して明渡し請求をすることにより、転貸借契
約は終了することになります。
　ただし、判例は、本件のようないわゆるサブリースのような場合においては、
賃貸人は信義則上、本件賃貸借の終了をもって転借人に対抗することはでき
ず、転借人は本件再転貸借に基づく使用収益を継続することができる、と判断さ
れています。以下で詳しくみていきましょう。

nswerA

当社

賃借人兼転貸人

賃貸借・転貸借契約
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　今回のケースのように、賃借人が、

賃貸人に転貸借についての承諾を求

め、賃貸人の承諾を得たうえで、転貸

借契約が締結されることがあります。

転貸借は、賃借人が賃貸借契約に基

づき有する賃借権を基礎としてなさ

れるものですから、賃貸借が終了すれ

ば、転貸借もその基礎を失って終了す

るのか、ということが問題となります。

（１）賃貸借が賃借人の賃料不払い
を理由として解除される場合

　最高裁は、賃貸借が賃借人の債務

不履行を理由とする解除により終了

した場合、賃貸人の承諾のある転貸

借は、原則として、賃貸人が転借人に

対して目的物の返還を請求したとき

に、転貸人の転借人に対する債務の

履行不能により終了すると判示してい

ます（最判平成９年２月25日）。

　要するに、賃貸借をいわゆる親亀、

転貸借を子亀とみると、親亀がこけれ

ば子亀もこけるのが本来のように見

えますが、賃貸借が債務不履行に

よって終了したとしても、当然に転貸

借が同時に終了するのではなく、賃貸

人が転借人に対して、賃貸借の終了

を理由に明渡し請求をした時点で転

貸借は履行不能となるため、これによ

り終了するとしているのです。なお、最

高裁は、土地の賃貸借の事例につい

てではありますが、「賃貸借契約にお

いて、適法な転貸借関係が存在する

場合に、賃貸人が賃料不払いを理由

に契約を解除するには、特段の事情

のない限り、転借人に通知等をして賃

料の代払いの機会を与えなければな

らないものではない」（最判平成６年

７月18日）と判示しています。

　2020年４月１日から施行された改

正民法の制定過程において、賃貸人

が承諾した転貸借が存在する場合

に、賃借人兼転貸人の債務不履行を

理由に解除するには転借人に通知を

して代払いの機会を与える必要があ

るかという議論がされましたが、結果

として、このような規定は改正民法に

は盛り込まれませんでした。したがっ

て、賃借人の債務不履行を理由に賃

貸人が転貸承諾をした賃貸借を解除

し、転借人に明渡しを請求することは

可能と考えられます。

（２）賃貸借が、賃借人の更新拒絶等
を理由に終了する場合

　本件のように、賃借人の債務不履

行を理由とする解除ではなく、賃借人

側からの更新拒絶による契約終了に

ついては、最高裁は、ビルの賃貸・管

理を業とする会社を賃借人とする事

業用ビル一棟の賃貸借契約が、賃借

人の更新拒絶により終了した場合に

おいて、賃貸人が、賃借人にその知

識、経験等を活用してビルを第三者

に転貸し収益を上げさせることによっ

て、自らも各室を個別に賃貸すること

に伴うわずらわしさを免れるとともに、

賃借人から安定的に賃料収入を得る

ことを目的として賃貸借契約を締結

し、賃借人が第三者に転貸することを

賃貸借契約締結の当初から承諾して

いたものであり、かつ、当該ビルの貸

室の転借人および再転借人が、右目

的の下に賃貸借契約が締結され転

貸および再転貸の承諾がなされるこ

とを前提として、転貸借契約および再

転貸借契約を締結し、再転借人が現

にその貸室を占有しているなどの事

実関係があるときは（筆者註：すなわ

ち、いわゆるサブリース契約が組まれ

たような場合においては）、本件再転

貸借は、本件賃貸借の存在を前提と

するものであるが、本件賃貸借に際し

予定され、前記のような趣旨、目的を

達成するために行われたものであっ

て、賃貸人は本件再転貸借を承諾し

たにとどまらず、本件再転貸借の締結

に加功し、転借人による本件転貸部

分の占有の原因を作出したものとい

うべきであるから、「賃借人が更新拒

絶の通知をして本件賃貸借が期間満

了により終了しても、賃貸人は信義則

上、本件賃貸借の終了をもって転借

人に対抗することはできず、転借人は

本件再転貸借に基づく使用収益を継

続することができる」との判断を示し

ています〈最判平成14年３月28日

（民集56巻3号662頁）。

●賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃
貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的
物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務の履行不能に
より終了する。

●サブリースのような場合には、賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除
したり、賃借人の側が更新拒絶の通知をして賃貸借が期間満了により終
了しても、賃貸人は信義則上、本件賃貸借の終了をもって転借人に対抗
することはできない。

今回のポイント

江口・海谷・池田法律事務所
弁護士

江口 正夫
東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所弁護
教官室所付、不動産流通促進協議会講師、東京商
工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸
住宅管理協会理事。著書に『不動産賃貸管理業の
コンプライアンス』『大改正借地借家法Ｑ＆Ａ』（と
もに にじゅういち出版）など多数。
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　判例によれば、会社はその事業の

円滑な運営のために企業秩序を守

り、維持する権限を持っています。そ

こには、人的要素だけではなく、所有

する施設や所有物の管理権も含まれ

ます。このため、会社の制服を着用し

たまま撮影することや、職場内を背景

にして撮影することを禁止することは

可能であると考えられます。

　お客様が映り込むことや営業上の

秘密が漏れてしまうリスクがあること

からも、職場内での撮影を禁止する

ことには合理的理由があるものとい

えます。

　従業員個人の就業時間外のSNS

投稿は、個人の思想・心情や表現の

自由の領域に属する問題であり、会

社として規制を行うにあたっては、慎

重に検討する必要があります。従業員

が就業時間外にSNSの投稿をするこ

とや、その投稿を見ること自体を規律

違反として懲戒処分の対象にするこ

とは、会社の懲戒権の濫用であり、適

切ではありません。

　一方で、従業員は、労働契約に包

括して企業秩序を順守すべき義務を

負うとされています。したがって、職場

外で行われた業務遂行に関係ない

行為であっても、企業秩序を損なう

場合や企業の社会的評価の低下に

つながる場合には、制限することがで

きると考えられます。あくまでも会社の

社会的評価・信用に及ぼす影響の程

度が重大な場合に、「従業員のプライ

ベートの尊重」に優先して懲戒処分

が認められることになります。

　たとえば、就業時間外に社宅にお

いて、会社を誹謗中傷するビラを配

布した行為を理由とするけん責処分

が有効とされた判例があります（関

西電力事件最一小判 昭58.９.8）。

判断の理由は、従業員の会社に対す

る不信感を醸成し、企業秩序を乱す

おそれがあるものであることが認めら

れたからです。

　SNSは、誰でも気軽に文章・写真・

動画を投稿することができ、情報の拡

散力が高いツールです。不適切な投

稿があった場合は、削除しても、一度

拡散したものや悪いイメージはすぐに

は元に戻りません。そのような投稿を

未然に防止するため、従業員教育を

行うことはとても重要な対策です。

　具体的な対策としては、以下の方

法が考えられます。

①入社時に概要を説明して誓約書に

サインをもらう

②入社時教育を行う

③在職中の従業員への教育を行う

　定期的にSNSに関して注意喚起す

ることはもとより、会社の理念や考え

方を伝えることで、会社の評判を落と

したくないという思いを持ってもらう

ことも大切です。

　不適切な投稿を未然に防ぐため、

従業員教育を行うことの大切さをお

伝えしましたが、故意に評判を落とす

ような投稿があった場合や、悪質な

投稿があった場合には、会社として

懲戒処分を検討することになります。

従業員に周知した就業規則の懲戒

処分事由に該当すれば、処分の対象

です。

　具体的には、故意・重過失により会

社の信用を損なわせることや、損害を

与えるような言動をしてはならないな

どの、服務規律違反を理由とした懲

戒処分を科すことが検討されます。あ

るいはSNS利用規定を作成し、これ

に反する行為を行った場合に処分の

対象とする場合もあります。

　従業員への教育や規定整備といっ

た予防策だけでは、リスクの完全な

排除はできません。ま

た、SNSや社内システ

ム上で問題が発生し

た場合、対応が遅れる

ほど会社の信用や情

報資産への影響が大

きくなります。そこで、リ

スクを最小化するた

め、問題を早期に把握

し、迅速に対応するこ

とができるモニタリン

グ体制の構築が必要

です。

　顧客情報を他社に流出させている

疑いのある従業員のパソコンをモニ

タリングすることは可能でしょうか。先

ほどお話ししたとおり、会社が貸与す

るパソコンには、会社の施設管理権

が及びます。したがって、業務上の必

要性が高い場合には、従業員のプラ

イバシーよりも情報保護を優先し、貸

与パソコン等をモニタリングすること

は認められると思われます。

　会社で貸与したパソコンで、私的

なやり取りをするということは、従業

員がプライバシーを放棄しているとい

う見方もできます。ただし、業務上の

必要性もないのに、無断で従業員の

パソコンをモニタリングすることは、

権利濫用とみなされるリスクがありま

す（図表）。

　たとえば、会社で貸与した携帯電

話のナビシステムにより、労務提供の

ない時間帯にまで居場所確認を行う

ことは、労働者のプライバシーを侵害

する不法行為であるとされた裁判例

があります（東起業事件・東京地平

24.5.31) 。

　過度な監視は、従業員に「会社か

ら信用されていない」という不信感を

与え、モチベーション低下につながる

恐れもあります。

　従業員との紛争回避や個人情報

の利用目的の特定という観点から、

以下の3点を事前に周知しておくこと

が望ましいといえます。

①貸与パソコン・スマートフォンの私

的利用の禁止

②業務上の必要性があるときは、貸与

端末のデータを調査・モニタリング

すること

③会社に関する情報（映像含む）を無

断で活用しないこと

会
社
の
S
N
S
対
策
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　休憩中の私的な投稿であるとはいえ、会社には施設管理権があることから、
所有する施設内の写真の削除を求めることには合理性があると考えられます。
　また、労働契約には、従業員が企業秩序を順守する義務を負うことも包括的
に含まれます。会社の社会的評価を下げるような投稿は、企業秩序を損なうこ
とから、就業規則に基づく懲戒処分の検討の余地があります。

　休憩中に撮影した職場の写真を、従業員がSNS上に投稿しているのを見つ
けました。写真には、PC上の個人情報が映っています。写真の削除を求めること
に問題はありますか。

会社の施設管理権

SNSの私的利用を
制限できる場合

SNSに対する
従業員教育の重要性
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　判例によれば、会社はその事業の

円滑な運営のために企業秩序を守

り、維持する権限を持っています。そ

こには、人的要素だけではなく、所有

する施設や所有物の管理権も含まれ

ます。このため、会社の制服を着用し

たまま撮影することや、職場内を背景

にして撮影することを禁止することは

可能であると考えられます。

　お客様が映り込むことや営業上の

秘密が漏れてしまうリスクがあること

からも、職場内での撮影を禁止する

ことには合理的理由があるものとい

えます。

　従業員個人の就業時間外のSNS

投稿は、個人の思想・心情や表現の

自由の領域に属する問題であり、会

社として規制を行うにあたっては、慎

重に検討する必要があります。従業員

が就業時間外にSNSの投稿をするこ

とや、その投稿を見ること自体を規律

違反として懲戒処分の対象にするこ

とは、会社の懲戒権の濫用であり、適

切ではありません。

　一方で、従業員は、労働契約に包

括して企業秩序を順守すべき義務を

負うとされています。したがって、職場

外で行われた業務遂行に関係ない

行為であっても、企業秩序を損なう

場合や企業の社会的評価の低下に

つながる場合には、制限することがで

きると考えられます。あくまでも会社の

社会的評価・信用に及ぼす影響の程

度が重大な場合に、「従業員のプライ

ベートの尊重」に優先して懲戒処分

が認められることになります。

　たとえば、就業時間外に社宅にお

いて、会社を誹謗中傷するビラを配

布した行為を理由とするけん責処分

が有効とされた判例があります（関

西電力事件最一小判 昭58.９.8）。

判断の理由は、従業員の会社に対す

る不信感を醸成し、企業秩序を乱す

おそれがあるものであることが認めら

れたからです。

　SNSは、誰でも気軽に文章・写真・

動画を投稿することができ、情報の拡

散力が高いツールです。不適切な投

稿があった場合は、削除しても、一度

拡散したものや悪いイメージはすぐに

は元に戻りません。そのような投稿を

未然に防止するため、従業員教育を

行うことはとても重要な対策です。

　具体的な対策としては、以下の方

法が考えられます。

①入社時に概要を説明して誓約書に

サインをもらう

②入社時教育を行う

③在職中の従業員への教育を行う

　定期的にSNSに関して注意喚起す

ることはもとより、会社の理念や考え

方を伝えることで、会社の評判を落と

したくないという思いを持ってもらう

ことも大切です。

　不適切な投稿を未然に防ぐため、

従業員教育を行うことの大切さをお

伝えしましたが、故意に評判を落とす

ような投稿があった場合や、悪質な

投稿があった場合には、会社として

懲戒処分を検討することになります。

従業員に周知した就業規則の懲戒

処分事由に該当すれば、処分の対象

です。

　具体的には、故意・重過失により会

社の信用を損なわせることや、損害を

与えるような言動をしてはならないな

どの、服務規律違反を理由とした懲

戒処分を科すことが検討されます。あ

るいはSNS利用規定を作成し、これ

に反する行為を行った場合に処分の

対象とする場合もあります。

　従業員への教育や規定整備といっ

た予防策だけでは、リスクの完全な

排除はできません。ま

た、SNSや社内システ

ム上で問題が発生し

た場合、対応が遅れる

ほど会社の信用や情

報資産への影響が大

きくなります。そこで、リ

スクを最小化するた

め、問題を早期に把握

し、迅速に対応するこ

とができるモニタリン

グ体制の構築が必要

です。

　顧客情報を他社に流出させている

疑いのある従業員のパソコンをモニ

タリングすることは可能でしょうか。先

ほどお話ししたとおり、会社が貸与す

るパソコンには、会社の施設管理権

が及びます。したがって、業務上の必

要性が高い場合には、従業員のプラ

イバシーよりも情報保護を優先し、貸

与パソコン等をモニタリングすること

は認められると思われます。

　会社で貸与したパソコンで、私的

なやり取りをするということは、従業

員がプライバシーを放棄しているとい

う見方もできます。ただし、業務上の

必要性もないのに、無断で従業員の

パソコンをモニタリングすることは、

権利濫用とみなされるリスクがありま

す（図表）。

　たとえば、会社で貸与した携帯電

話のナビシステムにより、労務提供の

ない時間帯にまで居場所確認を行う

ことは、労働者のプライバシーを侵害

する不法行為であるとされた裁判例

があります（東起業事件・東京地平

24.5.31) 。

　過度な監視は、従業員に「会社か

ら信用されていない」という不信感を

与え、モチベーション低下につながる

恐れもあります。

　従業員との紛争回避や個人情報

の利用目的の特定という観点から、

以下の3点を事前に周知しておくこと

が望ましいといえます。

①貸与パソコン・スマートフォンの私

的利用の禁止

②業務上の必要性があるときは、貸与

端末のデータを調査・モニタリング

すること

③会社に関する情報（映像含む）を無

断で活用しないこと

モニタリングの必要性

従業員への事前周知

貸与したパソコンや
スマートフォンの
モニタリングの是非

懲戒処分する根拠としての
就業規則への記載

社会保険労務士法人
大野事務所

（特定社会保険労務士）
木村 彩

前職ではアウトソーシング会社に所属し、工場や店
舗に直接出向いて労務管理の効率化を検討してい
た。その際、労働法や社会保険制度への理解の必要
性を感じ、大野事務所に入所。時代にあった『働きや
すい職場づくり』を目指して考える毎日である。
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ー Trouble shooting

　最高裁判所の判決をまとめると、ほ
ぼ次のようになるかと思います。

①個人所有の位置指定道路の近隣住
民は、原則、道路所有者の通行妨
害に対する妨害排除請求権を有し
ない。
②一方、通行に日常生活上不可欠の利
益を有する近隣住民は、人格権的権
利を有する。
③そのため、近隣住民の通行により、
道路所有者に近隣住民の通行利益
を上回る損害等が生じないのであれ
ば、人格権的権利により、近隣住民
は道路所有者の妨害を排除できる。

　「日常生活上の不可欠の利益」とい
う考え方は、平成12年１月27日の最
高裁判所における、個人所有の建築基
準法第42条2項道路における近隣土
地所有者の自動車通行に関する裁判
においても判断の基準とされ、自動車
通行は認められないとする判決が下さ

れています。
　しかし、何が「日常生活上の不可欠
の利益」にあたるかは、法律等で明記
されているわけではなく、裁判において
は、事案判断（ケースバイケース）にな
るかと思います。
　そのため、自動車での通行が可能な
のかは、道路所有者との書面による合
意書等がない限り、判断できかねます。

　したがって、接道している道路が建
築基準法の個人所有の道路である不
動産を取り扱う場合、自ら売主、また
は、媒介業者となる宅建業者は、重要
事項説明書に、道路所有者との間に道
路利用に関する書面等がある場合はそ

の内容を記載し、ない場合は、「同道路
は個人所有のため、自動車等の通行や
掘削・埋設に関し、道路所有者の承諾
等が必要となる場合がある」旨を記載
しておくことが必須といえるでしょう。
公道・私道の区分がある場合、「私道」
にチェックを入れておくことも、買主に
対し、道路は個人所有であり、利用に
制限がある可能性を認識させる効果が
あるといえるでしょう。
　なお、不動産適正取引推進機構の
「RETIO判例検索システム」では、多
くの通行に関する紛争の裁判例を閲
覧できますので、参考になるかと思い
ます。

所有者が個人である建築基準法の
道路についての留意点
　宅建業者が重要事項説明書を作成する際、「敷地と道路との関係」欄に、公道か私道
かをチェックする欄が設けられている場合がありますが、公道か私道かの区分は、「建
築基準法の道路か否か」「行政が維持管理をしているか否か」「所有者が行政か否か」
等の何で決まるのかといった疑問を持たれている方もいるかと思います。
　そこで、今回は、建築基準法の道路である「公」の性格と、所有者が個人である「私」
の性格を併せ持つ位置指定道路のトラブル事例に関しての対処法を考察します。

不動産
トラブル
事例と対処法

事例から対処法と防止法を探る

Vol.38

トラブル事例から考えよう

〈事例〉 位置指定道路の個人所有者が、道路に簡易ゲートを置いたり、
近隣住民の通行ができなくなるような工事施工を予定したりする
行為に対し、近隣住民が妨害行為の排除を求め提訴し、
控訴を経て、最終的に最高裁判所まで争われた事例。

　昭和33年に市から道路位置指定をうけた個人所有の道路は、指定以後30年にわたり、近隣住民の徒歩および
自動車による通行に利用されていた。近隣住民Ａも、公道に通じる他の道路が階段状であり、自動車の通行ができ
ないため、本道路を自動車通行に利用していた。
　平成３年９月ころ、同道路の所有者Ｂは、Ａを含む近隣住民の自動車通行をやめさせる目的で、道路に簡易ゲー
トを設置したため、Ａらは自動車通行のたびに、下車して同ゲートをどかす必要が生じた。
　さらに、平成４年２月、Ｂは、Ａが所属する自治会に、本道路の通行を不可能にする工事を施工する旨通知したた
め、裁判となった。

　公道・私道の定義は、法律で明確に定義されているわけではないため、たとえば、全日本不動産協会では重要事項説
明書（売買編）解説書138ページで「登記簿上の所有者欄に、国・地方公共団体が記載されている場合は公道、私人が
記載されている場合には私道として、説明してください」としています。
　国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈と運用の考え方について」に添付されている別添３の重要事項説明書に
は、「敷地と道路との関係」欄に、公道・私道の記載欄はありません。
　しかし、売買対象の不動産が接道している建築基準法上の道路の所有者が、個人か否かは、重要なことであり、個人
所有の場合のトラブルも生じていますので、以下で説明いたします。

事案の概要
（最高裁判所 平成9年12月18日判決 最高裁判所ホームページ）

裁判裁判

公道公道

昭和33年に道路位置指定昭和33年に道路位置指定

A（近隣住民）A（近隣住民）

B（道路の所有者）B（道路の所有者）

自動車通行に利用自動車通行に利用

公道公道

平成3年9月ころ、Bが簡易ゲートを設置平成3年9月ころ、Bが簡易ゲートを設置

通るたびに
下車して
ゲートをどかす
必要が！

通るたびに
下車して
ゲートをどかす
必要が！

平成4年2月、本道路の通行を
不可能にする工事実施の旨を通知
平成4年2月、本道路の通行を
不可能にする工事実施の旨を通知
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　最高裁判所の判決をまとめると、ほ
ぼ次のようになるかと思います。

①個人所有の位置指定道路の近隣住
民は、原則、道路所有者の通行妨
害に対する妨害排除請求権を有し
ない。
②一方、通行に日常生活上不可欠の利
益を有する近隣住民は、人格権的権
利を有する。

③そのため、近隣住民の通行により、
道路所有者に近隣住民の通行利益
を上回る損害等が生じないのであれ
ば、人格権的権利により、近隣住民
は道路所有者の妨害を排除できる。

　「日常生活上の不可欠の利益」とい
う考え方は、平成12年１月27日の最
高裁判所における、個人所有の建築基
準法第42条2項道路における近隣土
地所有者の自動車通行に関する裁判
においても判断の基準とされ、自動車
通行は認められないとする判決が下さ

れています。
　しかし、何が「日常生活上の不可欠
の利益」にあたるかは、法律等で明記
されているわけではなく、裁判において
は、事案判断（ケースバイケース）にな
るかと思います。
　そのため、自動車での通行が可能な
のかは、道路所有者との書面による合
意書等がない限り、判断できかねます。

　したがって、接道している道路が建
築基準法の個人所有の道路である不
動産を取り扱う場合、自ら売主、また
は、媒介業者となる宅建業者は、重要
事項説明書に、道路所有者との間に道
路利用に関する書面等がある場合はそ

の内容を記載し、ない場合は、「同道路
は個人所有のため、自動車等の通行や
掘削・埋設に関し、道路所有者の承諾
等が必要となる場合がある」旨を記載
しておくことが必須といえるでしょう。
公道・私道の区分がある場合、「私道」
にチェックを入れておくことも、買主に
対し、道路は個人所有であり、利用に
制限がある可能性を認識させる効果が
あるといえるでしょう。
　なお、不動産適正取引推進機構の
「RETIO判例検索システム」では、多
くの通行に関する紛争の裁判例を閲
覧できますので、参考になるかと思い
ます。

一般財団法人不動産適正取引推進機構
客員研究員 室岡 彰

一般財団法人不動産適正取引推進機構（RETIO）は、「不動産取引に関する紛争の未然防止と迅速な
解決の推進」を目的に、1984（昭和59）年財団法人として設立。不動産取引に関する紛争事例や行政
処分事例等の調査研究を行っており、これらの成果を機関誌『RETIO』やホームページなどによって情
報提供している。　HP：https://www.retio.or.jp/
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まとめ

近隣住民Ａの請求を認容

　裁判所は、次のように判示し、近隣住民Ａの請求を認容しました。

　道路位置指定を受けている道路を公衆が通行することができるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益
にすぎず、その通行が妨害された者であっても、道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原
則であるが、道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、道路の通行をその敷地の所有
者によって妨害され、または妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が通行を受忍することによって、通行者
の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の排除およ
び将来の妨害行為の禁止を求める権利（人格権的権利）を有するものというべきである。
　Ａは、道路位置指定を受けた本件土地を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公
道に通じる道路は外に存在しないのであるから、本件土地を自動車で通行することについて、日常生活上不可欠
の利益を有しているということができる。また、本件土地の所有者Ｂには、ＢがＡらの通行利益を上回る著しい損
害を被るなどの特段の事情があるということはできず、特段の事情に係る主張立証もない。したがって、Ａは、Ｂに
対して、本件土地についての通行妨害行為の排除および将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるという
べきである。

裁判所の判示
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ー Research

進法に基づく行政が買取をしない旨

の通知書」「国土利用計画法に基づく

土地売買届出書」「農地転用受理通

知書」「緑化確約書」などがあります。

　これらの書類は、現地照合をする
までもなく、法規制の状況について、
書面で重要事項説明をするために必
要な添付書類です。

　電気、ガス、水道、排水施設の埋設

図面は、工事の申請人の設計図面が

管轄部署に保管されており、交付図

面には、「現況と相違している場合が

あるため、現地の施設を必ず確認して

ください」と注釈を付加されます。

　しかし、宅建業者は、目視で現地調
査をしているため、水道局の量水器、
止水栓、ガス埋設位置を示すポー
ル、汚水公設桝、雨水桝などの所在
を確認できた場合、現地照合は必須
業務です。
　たとえば、「下水道埋設図面には公

設桝の所在位置が記載されているの

に、現地では、公設桝を目視で確認す

ることができない」という場合、下水道

維持管理担当課に、「実際はどういう

状況になっているか」と、照会をして、

「調査結果を重要事項説明すること」

が大切です。

　宅建業法施行令第3条に定める

「敷地と道路との関係」（建築基準法

第43条）は、「現況において、建築物

の敷地が道路に接していること」を求

める法令であるため、「敷地と道路の
関係」は、重要事項説明書書式の必
須項目としています。しかもこの法令
は、現況において、再建築をする際
に、条件を満たしていることが必須
要件であるため、事実上、「現地調査
を義務付け」ています。このため、敷地

や道路に関する図面が、一切、発見で

きない場合においても、現地調査は必

須業務となります。

　以上のことから、“現地照合調査”が
必要な書類とは、「地図」「境界確定済
みの敷地や道路の地積測量図」「登
記建物図面」「検査済みの設計図書
類」「工事完了検査済みの開発計画
図面」などの物件情報が確定した書
類が、その主な書類と考えられます。

　こんな事件がありました。

　不動産実務においては、「法務局や

管轄の役所が交付した書類だから、

無条件で信用できる」と、誰もが考え

てしまうかもしれません。しかし、「道
路境界確定図の書類を現地照合し
たところ、道路との境に設置されてい
るブロック塀の所在位置が大きく道
路側に出ており、現在の所有権とし
て使用している敷地部分は、実際に
は、約40cmも大幅に敷地後退をし
なければならないこと」がわかったと
いう契約不適合事例があります。仲介

業者が、このような情報を重要事項

説明しなかった売買では、説明義務

違反を問われることになります（ポイ

ント参照）。

　「地図」は、「登記所備付地図があ
る場合には、右地図と現地の状況を

方位や道路、隣地との位置関係等か

ら照合して土地の特定を行うのが通

常の調査方法と考えられる」（平成9

年7月15日最高裁）ため、現地照合は

必須業務です。

　「確定地積測量図」は、現況と相違
している場合は、「現況の土地には契

約不適合あり」となるため、現地照合

は必須業務です。

　「登記所建物図面」は、建物外壁か
らの実測値などを基に作成された図

面のため、現況と相違している場合

は、増築や改築の可能性が高く、現地

照合は必須業務です。

　「登記事項証明書」は、「公正証書
原本の写し」として、「登記された事実

を証明する書類」のため、「これを信

用して取引することに、取引当事者に

過失がない」とされています。

　役所交付の書類には、大きく分類

すると、「許可申請の際の添付書類」

や「届出の際の添付書類」があります。

　「現況の許認可の審査を経ていな

い書類」や「申請人が記述した届出書

類」は、現況と書類とが照合一致して

いるという確証はありません。現地照

合をして相違を発見したときに間違っ

ているのは、「物件側か書類側か」は

不明のため、現地照合は必須業務と

はなりません。

　現況の審査、検査の合格証を取得
した土地、建物の位置、形状等につ
いては、現況と照合一致していること
が前提のため、現地照合は必須業務
です。
　たとえば、「建物の検査済み証付き

建物配置図、設計図」「工事完了検査

済み開発計画図面」「区画整理換地

処分後の換地図」等が該当します。こ

こでのポイントは、「敷地図面に座標

値が掲載されていない時期のもの」

は、現況と相違していることが多いた

め、現地照合の調査は参考程度にと

どまります。

　法規制の証明情報としては、「都市

計画街路証明書」「計画街路計画図」

「市街化区域証明書」「公有地拡大推

現地照合調査が必要な
添付書類について！

従業員が知りたい不動産調査基礎編 ⑮

　不動産売買契約締結が間近になり、入手した書類を現地照合すると、契約不
適合の事実が判明する場合があります。この不動産の「現地照合調査の方法や
業務範囲」は、ガイドラインもなく、あいまいなままです。本章では、この「現地照
合調査業務」について述べたいと思います。

物件調査の
ノウハウ

現地照合調査で大幅な
敷地後退義務が発覚！

法務局の交付書類の
現地照合調査とは！

現況検査を経ていない
役所交付書類とは！

現況検査を経た役所交付
書類の現地照合とは！

役所交付の法規制の
証明情報書類がある！
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不動産コンサルタント

津村 重行
三井のリハウス勤務を経て有限会社津村事務所設立。2001年有限会社エスクローツムラに社
名変更。消費者保護を目的とした不動産売買取引の物件調査を主な事業とし、不動産取引にお
けるトラブルリスク回避を目的に、宅建業法のグレーゾーン解消のための開発文書の発表を行
い、研修セミナーや執筆活動等により普及活動を行う。著書に『不動産物件調査入門 実務編』
『不動産物件調査入門 取引直前編』（ともに住宅新報出版）など。
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進法に基づく行政が買取をしない旨

の通知書」「国土利用計画法に基づく

土地売買届出書」「農地転用受理通

知書」「緑化確約書」などがあります。

　これらの書類は、現地照合をする
までもなく、法規制の状況について、
書面で重要事項説明をするために必
要な添付書類です。

　電気、ガス、水道、排水施設の埋設

図面は、工事の申請人の設計図面が

管轄部署に保管されており、交付図

面には、「現況と相違している場合が

あるため、現地の施設を必ず確認して

ください」と注釈を付加されます。

　しかし、宅建業者は、目視で現地調
査をしているため、水道局の量水器、
止水栓、ガス埋設位置を示すポー
ル、汚水公設桝、雨水桝などの所在
を確認できた場合、現地照合は必須
業務です。
　たとえば、「下水道埋設図面には公

設桝の所在位置が記載されているの

に、現地では、公設桝を目視で確認す

ることができない」という場合、下水道

維持管理担当課に、「実際はどういう

状況になっているか」と、照会をして、

「調査結果を重要事項説明すること」

が大切です。

　宅建業法施行令第3条に定める

「敷地と道路との関係」（建築基準法

第43条）は、「現況において、建築物

の敷地が道路に接していること」を求

める法令であるため、「敷地と道路の
関係」は、重要事項説明書書式の必
須項目としています。しかもこの法令
は、現況において、再建築をする際
に、条件を満たしていることが必須
要件であるため、事実上、「現地調査
を義務付け」ています。このため、敷地

や道路に関する図面が、一切、発見で

きない場合においても、現地調査は必

須業務となります。

　以上のことから、“現地照合調査”が
必要な書類とは、「地図」「境界確定済
みの敷地や道路の地積測量図」「登
記建物図面」「検査済みの設計図書
類」「工事完了検査済みの開発計画
図面」などの物件情報が確定した書
類が、その主な書類と考えられます。

　こんな事件がありました。

　不動産実務においては、「法務局や

管轄の役所が交付した書類だから、

無条件で信用できる」と、誰もが考え

てしまうかもしれません。しかし、「道
路境界確定図の書類を現地照合し
たところ、道路との境に設置されてい
るブロック塀の所在位置が大きく道
路側に出ており、現在の所有権とし
て使用している敷地部分は、実際に
は、約40cmも大幅に敷地後退をし
なければならないこと」がわかったと
いう契約不適合事例があります。仲介

業者が、このような情報を重要事項

説明しなかった売買では、説明義務

違反を問われることになります（ポイ

ント参照）。

　「地図」は、「登記所備付地図があ
る場合には、右地図と現地の状況を

方位や道路、隣地との位置関係等か

ら照合して土地の特定を行うのが通

常の調査方法と考えられる」（平成9

年7月15日最高裁）ため、現地照合は

必須業務です。

　「確定地積測量図」は、現況と相違
している場合は、「現況の土地には契

約不適合あり」となるため、現地照合

は必須業務です。

　「登記所建物図面」は、建物外壁か
らの実測値などを基に作成された図

面のため、現況と相違している場合

は、増築や改築の可能性が高く、現地

照合は必須業務です。

　「登記事項証明書」は、「公正証書
原本の写し」として、「登記された事実

を証明する書類」のため、「これを信

用して取引することに、取引当事者に

過失がない」とされています。

　役所交付の書類には、大きく分類

すると、「許可申請の際の添付書類」

や「届出の際の添付書類」があります。

　「現況の許認可の審査を経ていな

い書類」や「申請人が記述した届出書

類」は、現況と書類とが照合一致して

いるという確証はありません。現地照

合をして相違を発見したときに間違っ

ているのは、「物件側か書類側か」は

不明のため、現地照合は必須業務と

はなりません。

　現況の審査、検査の合格証を取得
した土地、建物の位置、形状等につ
いては、現況と照合一致していること
が前提のため、現地照合は必須業務
です。
　たとえば、「建物の検査済み証付き

建物配置図、設計図」「工事完了検査

済み開発計画図面」「区画整理換地

処分後の換地図」等が該当します。こ

こでのポイントは、「敷地図面に座標

値が掲載されていない時期のもの」

は、現況と相違していることが多いた

め、現地照合の調査は参考程度にと

どまります。

　法規制の証明情報としては、「都市

計画街路証明書」「計画街路計画図」

「市街化区域証明書」「公有地拡大推

電気・ガス・給排水施設の
埋設図面の現地照合とは！

宅建業法に定める「敷地と
道路の関係調査」とは！

ます

　写真の物件は、「敷地と道路の関係」で道路境界線が確定しており、現地照合調査
をすると、写真のように、約40cmも敷地後退した境界線が道路境界となるため、再
建築の際、道路内に所在することとなったブロック塀や玄関シャッター等を撤去する
必要が生じています。

ポイント

赤い点線が道路境界線になります。
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北海道

岩手県

宮城県

福島県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

有限会社　旦尾商事

伊藤貴不動産

ＳＧＣ　株式会社

株式会社　セパルティ

株式会社　タクマ企画

株式会社　翔樹

株式会社　なかむらハウジング

ＨＡＬＩＫＯ　株式会社

ラボグループ　株式会社

株式会社　インベストエイト

株式会社　リロット

不動産乃まるふく　株式会社

株式会社　レッドキャリア

株式会社　Ｗｈａｔ＇ｓ　ｕｐ

有限会社　斎建工業

増子宅建

株式会社　ＭＤＫ総研

株式会社　Ｏｎｅ－Ｆｉｖｅ

エムズケイ　株式会社

株式会社　祥鳳

株式会社　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ

有限会社　吉野建設

株式会社　ランドリバー

Ｒ－ＥＰ　株式会社

エフネクスト　株式会社

アーバントリニティ　株式会社

合同会社　ＡＫＡＧＩ＆ｃｏｍｐａｎｙ

株式会社　ＡＬＬＩＥＳ

株式会社　Ａｌｌｕｖｉａ

ＩＥＴＴＯ　株式会社

株式会社　Ｉｎｓｐｉｒｅ　Ｅｓｔａｔｅ

株式会社　Ｗｏｏｄｓ　Ｈｏｕｓｅ

ＡＯ　株式会社

株式会社　エージェントジャパンホールディングス

株式会社　エコルホーム

ｎｔｓ　株式会社

エム・ウェルスクリエーション　株式会社

Ｍｍａｉｓｏｎ　株式会社

オーシャンズ　株式会社

ガーベラリアルエステート　株式会社

合同会社　カザマプロパティ

勝澤企画

合同会社　栗原

ＫＴエステート　株式会社

国臻　株式会社

株式会社　さくらエステート

桜リアルティ　株式会社

Ｓｕｎ＆Ｋｏａ　Ｒｅａｌｔｙ　株式会社

サンブライトキャピタル　株式会社

株式会社　ＪＣ

株式会社　ＪＩＰ

しまなみ不動産　株式会社

株式会社　ソウユウ

北斗市

芦別市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

北見市

札幌市

札幌市

北上市

花巻市

仙台市

仙台市

仙台市

郡山市

郡山市

宇都宮市

小山市

志木市

川口市

さいたま市

所沢市

川口市

草加市

八千代市

新宿区

江東区

新宿区

品川区

渋谷区

渋谷区

立川市

港区

港区

あきる野市

中央区

江東区

日野市

渋谷区

新宿区

足立区

町田市

世田谷区

八王子市

新宿区

渋谷区

多摩市

江戸川区

新宿区

中野区

千代田区

杉並区

台東区

大阪市

堺市

大阪市

大阪市

東大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

枚方市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

富田林市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

高石市

大阪市

大阪市

八尾市

堺市

神戸市

明石市

三田市

西宮市

加古郡

田辺市

岡山市

広島市

東広島市

広島市

福岡市

北九州市

福岡市

福岡市

福岡市

春日市

熊本市

大分市

沖縄市

浦添市

宜野湾市

島尻郡

国頭郡

那覇市

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

岐阜県

静岡県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

大阪府

兵庫県

和歌山県

岡山県

広島県

福岡県

熊本県

大分県

沖縄県

株式会社　ｉｒｏｒｉ不動産

宇恒国際　株式会社

ＳＤ　Ｃａｐｉｔａｌ　株式会社

株式会社　大阪Ｎｏ．１コーポレーション

株式会社　オーシャンズ

関西電機メンテナンス　株式会社

株式会社　グロバディマネジメント

株式会社　ＫＴ　ＡＳＳＥＴ

株式会社　五行都市開発

株式会社　ＧＯ－ＲＩＲＡ不動産販売

株式会社　宗建

株式会社　情熱エステート

株式会社　ＳＨＩＮＰＯ

セブンキャピタル　株式会社

千本桜　株式会社

双栄　株式会社

株式会社　ソナエ

株式会社　タイシン

Ｔ’ｓ　Ｃｒｅａｔｅ　株式会社

株式会社　ＢＩＣ

美錦エネルギー　株式会社

株式会社　藤田工務店

株式会社　物件ハンター

有限会社　マックスグリット

マルワ不動産　株式会社

株式会社　ＵＳＰマネジメント

株式会社　ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ

株式会社　ＬＩＯＲＡ

株式会社　ｉｔｏ．ｒｅａｌ　ｅｓｔａｔｅ

株式会社　Ｏｐｕｓ　Ｃａｐｉｔａｌ

株式会社　ジェイル

株式会社　ポールエステート

Ｒｅスタート　株式会社

株式会社　青建

株式会社　ｅｎ’ｔｏ

ｏｇａｏｆｆｉｃｅ

株式会社　ナインコーポレーション

広島不動産

ＡＢ＆Ｃｏ．　株式会社

株式会社　エステート燈

縁・ルート　株式会社

株式会社　大福財託

株式会社　デルタ４５５

株式会社　ハルヒ不動産

株式会社　ＲＥデザイン

Ｒｅｎｏ　Ｈｏｍｅ　株式会社

株式会社　ＥＧ企画

うみ結い不動産　株式会社

株式会社　ＳＭＺ沖縄

合同会社　フレアマネジメントＣｏ．

株式会社　ＭＯＭＯエステート

株式会社　結家不動産

足立区

世田谷区

中央区

板橋区

北区

台東区

豊島区

文京区

千代田区

世田谷区

葛飾区

北区

清瀬市

世田谷区

品川区

港区

武蔵野市

文京区

豊島区

港区

港区

台東区

千代田区

八王子市

板橋区

新宿区

墨田区

港区

中野区

世田谷区

渋谷区

世田谷区

横浜市

足柄上郡

茅ヶ崎市

三浦郡

横浜市

上越市

新潟市

新潟市

魚津市

多治見市

御殿場市

御殿場市

伊勢市

草津市

京都市

京都市

京都市

京都市

大阪市

大阪市

大阪市

株式会社　ソライ東京

ＴＲＫパートナーズ　合同会社

ＴＭ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　株式会社

株式会社　ＴＭセンチュリー

ティエリス　株式会社

藤仁エステート　株式会社

としまＦＰ事務所　株式会社

株式会社　日栄サービス

日本セイフティー　株式会社

株式会社　ＮＥＯホームズ

猫とおじさんかさはら不動産　合同会社

株式会社　ノスビレッジ

株式会社　ハウジングアーキテクト

バリュープラス　株式会社

Ｖｉｖａｌａｐａｒｔｎｅｒ　株式会社

株式会社　プス

合同会社　ＦｕｔｕｒｅＥｓｔａｔｅ

合同会社　ＰｒｏｐｅｒｔｙＸ

株式会社　フロンティアアセット

株式会社　ＨＥＲＥＮ

株式会社　マットウエステート

三元中央商貿　合同会社

未来リアルティ　株式会社

明基地所　株式会社

株式会社　ヤスダモデルルーム

株式会社　ユアパートナー

リアルスター　株式会社

株式会社　ＲＥＮＯＳＹ　ＤＥＳＩＧＮ＆ＢＵＩＬＤ

株式会社　ＬｉｂｅｒｄｏＭ

株式会社　Ｒｉｎｇ

ロコ・スペース　有限会社

株式会社　Ｙ＆Ｄアセットマネジメント

株式会社　Ｉ　ｃｏｎｎｅｃｔ

株式会社　一世

株式会社　ＤＥＡＲ　ＨＯＭＥ

株式会社　ミエール

株式会社　ランドマークコンサルティング

合同会社　ウィングテック新潟

合同会社　コムズトラスト

株式会社　ナカムラ工業

鴻源商事

株式会社　なかむら不動産

株式会社　Ｆｌｅｃ

株式会社　ホンダショップ御殿場

株式会社　プロスタイル

株式会社　ＱＲＥＩＶＥ

株式会社　ＩＮＯＵＥ

ＮＩＣ　株式会社

株式会社　グローハウジング

株式会社　ライカン

株式会社　アークネスト

株式会社　アライブブルーム

株式会社　イエコプラス

都道府県 市区町村 商号名称 都道府県 市区町村 商号名称都道府県 市区町村 商号名称

1月末正会員：38,121  従たる事務所：4,319

新入会員名簿
Initiate Member

［令和8年1月］

令和８年度４万社達成を目指します！
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住所　香川県高松市松島町1-13-10 カントビル5F
電話　0878-97-2280
ホームページ　現在作成中（２月中旬開設予定）
主な業態　テレワーク

事業内容
売買仲介業　賃貸仲介業
不動産業を目指すきっかけ　　　　
太陽光設備会社での営業業務の中から、太陽光設備の
相続の際、一貫して居住宅の売却や賃貸サポートができ
ればいいと思い、不動産業を目指すこととなりました。
趣味　読書
座右の銘／好きな言葉
棒ほど願って針ほど叶う
開業にあたっての抱負　　　　
地道に経験を積んでお客さまに喜んでいただける仕事を
したいと思います。

I n t r o d u c t i o n  o f  n e w  m e m b e r s

Close-up!

新入会員のご紹介

香川県本部 株式会社イーエスホーム

住所　岡山県岡山市北区表町三丁目6-34
電話　086-206-7200
ホームページ　https://livingworks.jp/
主な業態　不動産売買仲介、不動産管理

事業内容
不動産売買の仲介を中心に事業を行っています。住まい
づくりを始める方に対する計画進行全般のサポートや、
建築会社の営業サポートも行っています。
不動産業を目指すきっかけ　　　　
大手住宅メーカーで約15年、住まいづくりに携わってき
ました。新築だけでなく、リノベーション、中古住宅やマン
ション等、広い選択肢をもって住まいをご検討の方に向
き合いたいと考え、事業を始めました。
趣味　珈琲を淹れること
座右の銘／好きな言葉
真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加
減だと言い訳ばかり
開業にあたっての抱負　　　　
エンドユーザー（住まい手）、建築会社（住まいの作り手）双
方のお役に立てればと思っています。ご相談いただく方に
喜んでいただけるよう、良き伴走者になれればと思います。

岡山県本部 株式会社リビングワークス

寺村勇気さん

加藤　圭さん

オフィス外観

オフィス外観
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ＴＲＡの会員支援情報

TRA（一社）全国不動産協会は、全日会員を支援するための団体です。制度や助成をぜひご活用ください。

詳細はこちらから 詳細はこちらから

◆ 共済事業 ◆

　万が一の際に、保険金や見舞金を
お支払いします。
・生命共済（18歳～80歳）※保険年齢適用
・死亡見舞金（81歳以上）
・入院見舞金
・火災見舞金
・配偶者弔慰金
・人間ドッグ助成金

◆ 全日ラビー少額短期保険株式会社 ◆

　全日ラビー少額短期保険株式会社は、TRAが100%出資して設立し
た少額短期保険会社で、「賃貸住宅入居者総合保険」と「テナント総合保
険」を取り扱っています。会員支援の目的に資するため、代理店に支払う
手数料は業界高水準となっており、収益アップを図ることができます。
お問い合わせは全日ラビー少額短期保険株式会社までお願いします。

◆ 家賃債務保証【全日ラビー保証】 ◆

　ジェイリース株式会社と業務提携し、家主・借主双方にとっ
て便益の高い家賃債務保証サービスを提供しています。
各種保証プランに関するお問い合わせはジェイリース株式会
社までお願いします。

◆　　　　　　　　　◆宅地建物取引業
総合賠償責任保険

　宅地建物取引上での不測の場合に備え
た損害保険を提供します。

◆ 火災保険提携事業者 ◆

　三井住友海上火災保険株式会社の
火災保険商品「ＧＫすまいの保険」の
募集関連行為従事者として※、会員ご
自身の取り扱う住宅用建物の購入者
（オーナー）を保険代理店に紹介いた
だき、成約に至った場合、契約者（購入
者）と提携事業者（会員）双方にとって
のメリットが得られます。
※三井住友海上火災保険代理店と提携いただく必
要があります。

詳細はこちらから
（会員専用ページ）

03-3261-2201全日ラビー少額短期保険株式会社
（受付時間10：00～17：00 土日祝日等を除く）

0570-010-201ジェイリース株式会社
（全国共通ナビダイヤル）

https://www.zenkoku-fudousan.or.jp/kyousai/ https://www.zennichi.or.jp/mypage/takken_hoken/ https://www.zenkoku-fudousan.or.jp/oshirase/20240606130252.html
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スマホの場合は、ここからアクセスしてね！

「ラビーネット不動産」では、物件の検索をはじめ、
本誌に掲載されている「不動産お役立ちQ＆A」を閲覧できます。

https://rabbynet.zennichi.or.jp/
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初めてでも安心
日々の業務はラビーネットで完結
業務の一気通貫が実現可能


